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第１章     計画の策定に当たって 

 

第１節 計画策定の背景 

  

高齢者の介護を社会全体で支える介護保険制度は、施行後約 20年が経過し、サービス利

用は倍増するなど、我が国の高齢者の介護に不可欠な制度として定着してきました。 

 しかしながら、令和７（2025）年には、団塊の世代といわれる第一次ベビーブーム世代

の全ての方が 75 歳以上となり、要介護率が高くなる後期高齢者※の急速な増加が見込まれ

るため、高齢者福祉、介護予防の推進等､サービスの在り方も大きな転換期を迎えることと

なります。 

 こうした状況を踏まえ、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体化して提供する地

域包括ケアシステムを推進し、重度な要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域

において自分らしい暮らしを人生の最後まで継続できるような取組が必要とされています。 

 介護保険事業計画では、第五期より、認知症施策、医療との連携、高齢者の居住に係る

施策との連携、生活支援サービスなどの地域包括ケアシステムの推進に取り組んでいます

が、「団塊の世代」が 75 歳以上となる令和７（2025）年、さらには、いわゆる「団塊ジュ

ニア世代」が高齢者となる令和 22（2040）年に向け、今後の介護保険事業計画では、引き

続きこれらの取組を発展させ、「地域包括ケア計画」として在宅医療・介護連携の推進等の

地域支援事業※、介護離職問題等に積極的に取り組むなど、市が主体となり地域づくり、ま

ちづくりを進めることが必要となります。 

 そのため、本計画では、今後の本市における高齢者の動向を勘案して令和７（2025）年

及び令和 22（2040）年の介護需要やそのために必要な保険料水準を推計するとともに、そ

れらを踏まえた中長期的な視野に立って計画を策定することを重要視しています。 

 本市では、高齢者の保健福祉に関する施策を総合的に推進するため、３年を１期とする

高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定しています。 

 令和２年度には、第四次高齢者福祉計画・第七期介護保険事業計画期間(平成 30 年度～

令和２年度)が終了することから、国や東京都の動向を踏まえつつ施策の実施状況や効果を

検証した上で、団塊の世代の全てが 75歳になる令和７（2025）年、さらには、団塊ジュニ

ア世代が高齢者となる令和 22（2040）年を見据え、「地域包括ケアシステム」の深化を目指

す新たな計画を策定します。 
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第２節 計画策定の目的 

  

本計画は、本市の高齢者福祉及び介護保険事業の運営に係る基本目標を定め、併せてそ

の実現のための施策を定めるために策定するものです。 

 

第３節 計画の位置付け 

 

〈法的位置付け〉 

 高齢者福祉計画は、老人福祉法第 20条の８に基づくもので、高齢者の福祉の増進を図る

ために定める計画です。 

 介護保険事業計画は、介護保険法第 117 条に基づき、市が行う介護保険事業に係る保険

給付の円滑な実施に関する計画です。 

 

〈高齢者福祉計画と介護保険事業計画との関係〉 

 本計画は、地域包括ケアシステムの実現を目指し、高齢者の福祉に関する施策を総合的

に推進するために、両計画を一体として策定するものです。 

 

〈市の上位・関連計画との位置付け〉 

 第五次長期総合計画及び第五次地域福祉計画の高齢者福祉部門の個別計画として具現化

した計画となり、他の福祉部門の計画との整合・連携を図ります。 
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第４節 計画の期間 

  

本計画の対象期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とし、前計画から引き続

き、団塊の世代の全てが 75歳になる令和７（2025）年及び団塊ジュニア世代が高齢者にな

る令和 22（2040）年までの中長期的な視野に立った見通しを示しています。 

 具体的には、国勢調査などから推計される令和７（2025）年及び令和 22（2040）年にお

ける高齢者人口などを基に、本市の実績に応じた地域包括ケアシステムが持続的・安定的

に展開されるためのサービス基盤の整備等、中長期的な取組の方向性を見定め、本計画の

施策へと反映させています。 
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第５節 介護保険制度の主な改正内容  

 

■地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の 

構築の支援 （令和３年４月１日施行） 

市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解

決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業及びその財政支援等の規定を

創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。 

 

 ■地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 

（令和３年４月１日施行） 

①認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義 

務を規定する。 

②市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。 

③介護保険事業（支援）計画の作成に当たり、当該市町村の人口構造の変化の見通し 

の勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）の設 

置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間 

の情報連携の強化を行う。 

 

 ■医療・介護のデータ基盤の整備の推進  

①介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態 

や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報の提供を求めること 

ができると規定する。（令和３年４月１日施行） 

②医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）や介護保険レセプト情報等のデ    

ータベース（介護ＤＢ）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、社会保険診療  

報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性 

を担保しつつ提供することができることとする。（令和２年６月 12日から２年を超   

えない範囲の政令で定める日に施行） 

③社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等 

が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・提供の業務を追加する。 

(令和２年６月 12日施行) 

 

■介護人材確保及び業務効率化の取組の強化  

①介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組 

を追加する。（令和３年４月１日施行） 

②有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。 

（令和３年４月１日施行） 

③介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、 

さらに５年間延長する。(令和２年６月 12日施行) 
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第６節 地域包括ケアシステム 

  

平成 12年に創設された介護保険制度は、高齢者の暮らしを支える仕組みとして定着して

きました。その一方で、高齢化の進展とともに、医療が必要な高齢者や認知症高齢者、一

人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯など、見守りや介護を必要とする高齢者が増加し、こ

うした方々を支えるサービスの確保等が課題となっています。 

 国では、団塊の世代の全てが 75歳以上となる令和７（2025）年を目途に、介護が必要に

なっても、認知症になっても、高齢者が住み慣れた地域の中で、自分らしい暮らしを続け

ることができるように、住まい・医療・介護・予防・生活支援のサービスを切れ目なく提

供する「地域包括ケアシステム」の構築の実現を目指しています。 

 地域包括ケアを実現する上では、それぞれの地域がもつ「自助・互助・共助・公助」の

力を活用した役割分担を踏まえた取組が必要です。自分のことは自分でする「自助」や、

地域における支え合いである「互助」の取組を基本とし、その上に、介護保険制度を含む

社会保険制度による「共助」や自治体が行う福祉サービスによる「公助」などの公的支援

が積み重なり、互いにバランスを補い合い適切に関わっていくことが大切です。 

 今後はとりわけ「互助」の果たす役割に大きな期待が寄せられることとなります。地域

包括ケアシステムの実現に向け「自助・互助・共助・公助」の考えに根差した体制の構築

を目指します。 

 

 

図表１ 地域包括ケアシステムを支える「自助・互助・共助・公助」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     出典：平成 28年地域包括ケア研究会報告書 
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図表２ 地域包括ケアシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省が示す「地域包括ケアシステム」を改編 
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第２章     高齢者の現状と課題 

 

第１節 本市の人口及び年齢階層 

 

⑴ 人口の推移 

本市の人口は、平成 12 年に一度減少したものの、昭和 60 年以降増加傾向にあり、平

成 31年では 72,546人となりましたが、近年はやや減少傾向となり、令和２年では 72,382

人となっています。 

 

 

 

図表３ 人口の推移 

 

資料：昭和 60年～平成 27年   国勢調査（各年 10月１日現在） 

  平成 29年～令和２年    住民基本台帳（各年１月１日現在） 
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⑵ 人口構造 

年齢・男女別の人口構造は、男性では 40歳代後半が最も多く、同世代の女性を上回っ

ています。また、40 歳未満の人口は男女ともに年齢が低くなるにつれて減少傾向にあり

ます。65歳以上をみると、女性の方が多くなっています。 

 

 

図表４ 人口構造 

 

資料：住民基本台帳登録者数（令和２年１月１日現在）  
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第２節 高齢者の福祉及び介護保険事業等の状況 

 

⑴ 高齢者の推移 

本市の高齢者人口は、昭和 60 年以降増加を続け、令和元年では 18,903 人で、高齢化

率※は 26.1％となっています。高齢化率※は、平成 17 年までは東京都や全国と比べて低

く推移していましたが、平成 22年からは東京都より高くなっています。 

 

図表５ 高齢者人口と高齢化率※の比較 

 

 本市 東京都 全国 

高齢者人口 

（人） 

高齢化率※ 

（％） 

高齢者人口 

（千人） 

高齢化率※ 

（％） 

高齢者人口 

（千人） 

高齢化率※

（％） 

昭和60年 3,406 5.6 1,056 8.9 12,468 10.3 

平成２年 4,712 7.2 1,244 10.5 14,895 12.0 

平成７年 6,338 9.5 1,531 13.0 18,261 14.5 

平成12年 8,524 12.9 1,910 15.8 22,005 17.3 

平成17年 11,482 17.3 2,295 18.3 25,672 20.1 

平成22年 14,593 20.8 2,642 20.4 29,246 23.0 

平成27年 17,567 24.8 3,006 22.7 33,465 26.6 

平成29年 18,530 25.6 3,160 23.0 35,152 27.7 

平成30年 18,790 25.9 3,189 23.1 35,578 28.1 

令和元年 18,903 26.1 3,209 23.1 35,885 28.4 

資料：国勢調査及び住民基本台帳（各年 10月 1日現在） 
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⑵ 高齢者世帯の状況 

本市の総世帯数は、令和２年で 31,938世帯となっています。そのうち、65歳以上の高

齢者の一人世帯数は、平成 12年に比べ令和２年では 3,256世帯、高齢者夫婦のみの世帯

は 2,641世帯増加しています。 

 

図表６ 高齢者のいる世帯の状況 

                                       単位：世帯 

 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 

総世帯数 23,974 24,926 26,770 28,277 31,938 

65 歳以上の高齢者が 

いる世帯数 
6,126 7,924 9,777 11,551 13,073 

 

一人世帯 1,316 1,797 2,273 2,970 4,572 

高齢者夫婦のみ世帯 1,153 1,733 2,514 3,714 3,794 

その他の世帯 3,657 4,394 4,990 4,867 4,707 

資料：国勢調査（各年 10月１日現在）、令和２年は住民基本台帳（令和２年１月１日現在） 
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⑶ 要支援・要介護認定者の推移 

要支援・要介護認定者数の推移をみると、平成 27年から年々増加傾向となり、令和

元年では 2,903人となっています。 

 

図表７ 要支援・要介護認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（各年 10月現在） 
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第３節 日常生活圏域の状況 

  

本市では、平成６年２月に策定した「武蔵村山市老人保健福祉計画」で市域を４つに分

けた「地域福祉エリア」を設定し、地域における保健・福祉サービスの提供体制の整備を

進め、令和３年３月策定の「武蔵村山市第五次地域福祉計画」においてもこのエリアを基

本として計画を策定しています。 

 本計画の中でも、「地域福祉エリア」を、介護保険事業計画における「日常生活圏域」と

して位置付けるため、４つの日常生活圏域（地域福祉エリア）を設定しています。 

 

図表８ 各「地域福祉エリア」に含まれる町名 

 

エリア名 町名 

西部エリア 三ツ木、岸、中原、残堀、伊奈平、大字三ツ木（横田基地内）、三ツ藤 

北部エリア 中藤、神明、中央、本町 

南部エリア 榎、学園、大南 

緑が丘エリア 緑が丘 

 

図表９ 「日常生活圏域」（「地域福祉エリア」） 
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⑴ 地域包括支援センター※の機能 

地域包括支援センター※は、地域住民の保健・医療の向上と福祉の増進を包括的に支援

するため、介護予防のマネジメントや地域の高齢者等のための総合的な相談・支援、高齢

者の虐待防止等の権利擁護、支援困難ケース等に関する介護支援専門員※（ケアマネジャ

ー）への支援の機能を担う地域包括ケアシステムの中核拠点となります。 

 

⑵ 地域包括支援センター※の整備状況 

地域包括支援センター※は、各日常生活圏域に１か所ずつ整備することを目標とし、平

成 23 年度まで西部・南部・緑が丘の３センターであった体制が、平成 24 年４月には北

部が開設され、４センターの体制となっています。 

 

図表 10 地域包括支援センター※の整備状況 

 

センター名 担当圏域 

西部地域包括支援センター 西部エリア 

北部地域包括支援センター 北部エリア 

南部地域包括支援センター 南部エリア 

緑が丘地域包括支援センター 緑が丘エリア 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

‐18‐ 

⑶ 日常生活圏域別高齢化状況 

高齢者のいる世帯の日常生活圏域別状況では、緑が丘エリアで、単身高齢者世帯割合

が 36.2％、高齢者のみの世帯が 18.5％と他のエリアに比べ高くなっています。 

 

図表 11 高齢者のいる世帯の日常生活圏域別状況 

単位：人・世帯・％ 

日常 

生活 

圏域 

地区 
高 齢 者

数 

総 世 帯

数 

高  齢  者  の  い  る  世  帯 

高齢者のみの世帯 

高齢者

のみを

除く 

単身高齢者 

（一人世帯） 

高齢者のみ 

(二人以上の世帯) 

 

二人以上の 

世帯の内訳 

世帯数 割合 世帯数 割合 
夫婦 

世帯 

その他

世帯 

西部 

三ツ木 957 1,715 204 11.9 163 9.5 158 5 303 

岸 667 1,319 172 13.0 124 9.4 117 7 179 

中原 993 1,894 208 11.0 213 11.2 213 0 257 

残堀 1,287 2,461 277 11.3 268 10.9 260 8 342 

伊奈平* 1,325 2,352 225 9.6 237 10.1 227 10 320 

横田 

基地内 
1 61 1 1.6 0 0.0 0 0 0 

三ツ藤 1,283 2,040 270 13.2 277 13.6 272 5 325 

小計 6,513 11,842 1,357 11.5 1,282 10.8 1,247 35 1,726 

北部 

中藤 681 1,001 142 14.2 128 12.8 121 7 193 

神明 858 1,685 176 10.4 197 11.7 192 5 210 

中央 878 1,448 190 13.1 160 11.0 153 7 259 

本町 959 1,568 225 14.3 187 11.9 181 6 256 

小計 3,376 5,702 733 12.9 672 11.8 647 25 918 

南部 

榎 686 1,211 143 11.8 155 12.8 149 6 166 

学園* 1,386 3,062 278 9.1 250 8.2 243 7 352 

大南 3,487 6,377 704 11.0 744 11.7 721 23 899 

小計 5,559 10,650 1,125 10.6 1,149 10.8 1,113 36 1,417 

緑が丘 緑が丘 3,531 3,744 1,357 36.2 691 18.5 656 35 646 

合計 18,979 31,938 4,572 14.3 3,794 11.9 3,663 131 4,707 

資料：住民基本台帳（令和２年１月１日現在） 

 

＊ 伊奈平については、伊奈平苑（単身 102世帯）及びサンシャインホーム(単身 79世帯)は除きます。 

＊ 学園については、むさし村山苑(単身 124世帯)は除きます。 
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日常生活圏域別高齢化率※の推移をみると、どのエリアも増加傾向にありますが、特に

緑が丘エリアが高く、令和２年では 52.4％となっています。 

 

図表 12 日常生活圏域別高齢化率※の推移 

 

日常生活 

圏域 
地区 

高齢化率※（％） 

平成 23年 平成 26年 平成 29年 令和 2年 

西部 

三ツ木 18.7 19.9 21.9 22.6 

岸 17.2 20.0 21.9 23.4 

中原 11.9 15.2 19.1 21.7 

残堀 15.1 17.5 20.4 21.6 

伊奈平 18.5 21.6 24.0 26.1 

横田基地内 0.5 0.6 0.0 0.6 

三ツ藤 21.9 24.1 25.7 26.4 

小計 17.1 19.6 22.0 23.5 

北部 

中藤 21.3 24.2 27.1 27.8 

神明 15.3 17.4 19.8 21.5 

中央 20.8 22.3 24.3 25.2 

本町 20.5 21.9 25.2 25.9 

小計 19.5 21.2 23.8 24.8 

南部 

榎 19.4 21.8 25.7 26.5 

学園 14.0 16.2 18.4 19.4 

大南 17.8 20.9 23.6 24.0 

小計 14.8 19.5 22.3 22.9 

緑が丘 緑が丘 44.6 46.8 50.0 52.4 

合計 20.6 22.8 25.3 26.2 

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在） 
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図表 13 日常生活圏域別高齢化率※の推移 
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第４節 高齢者福祉施策の取組状況 

 

⑴ サービス提供施設の整備 

高齢者福祉に関する施設は、おおむね順調に整備が進んでいます。 

 

図表 14 圏域別高齢者関連施設の種類と箇所数（令和２年７月１日現在） 

 

サービス種別、施設名称 
圏域別 

計 
西部 北部 南部 緑が丘 

居宅介護支援※ ２ ２ ４ ０ ８ 

訪問介護※ ７ １ ２ ０ １０ 

訪問看護※ ０ １ ５ ０ ６ 

訪問リハビリテーション※ １ ０ １ ０ ２ 

通所介護※ ３ ３ ０ ２ ８ 

通所リハビリテーション※ １ ０ ０ ０ １ 

短期入所生活介護※ ２ ０ １ ０ ３ 

短期入所療養介護※ １ ０ ０ ０ １ 

特定施設入居者生活介護※ ３ １ １ ０ ５ 

福祉用具※貸与・販売 ０ １ １ ０ ２ 

介護老人福祉施設※ 

（特別養護老人ホーム） 
２ ０ １ ０ ３ 

介護老人保健施設※ １ ０ ０ ０ １ 

介護療養型医療施設※ ０ １ ０ ０ １ 

認知症対応型共同生活介護※ 

（グループホーム） 
１ １ １ ０ ３ 

認知症対応型通所介護※ １ ０ ０ ０ １ 

小規模多機能型居宅介護※ ０ １ ０ ０ １ 

地域密着型介護老人福祉施設※ １ ０ ０ ０ １ 

地域密着型通所介護※ ５ １ ０ １ ７ 

地域包括支援センター※ １ １ １ １ ４ 

シルバーハウジング※ 

（シルバーピア） 
０ ０ ０ ３ ３ 

福祉会館 ０ １ ０ ０ １ 

老人福祉館 ２ ２ ０ ２ ６ 

シルバーワークプラザ※ ０ ０ １ ０ １ 
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⑵ 高齢者生活支援サービス 

高齢者生活支援サービスは、高齢者の自立支援を目的に「生活支援ヘルパー」、「生活支

援ショートステイ」、「食事サービス」等のサービスを提供するものです。   

介護保険法に規定する地域支援事業※である介護予防・日常生活支援総合事業を推進す

る上で、引き続きＮＰＯ法人、民間事業者、住民ボランティア等を十分に活用して、多様

なサービス提供体制の整備に努めています。 

 

⑶ サービスを提供する人材の確保 

本市では、平成 15年４月から「訪問介護職員養成研修」を実施してきましたが、国に

おいて、平成 25年４月から「訪問介護職員養成研修（１級～３級）」及び「介護職員基礎

研修」が「介護職員初任者研修」に一元化されたことを受けて、「介護職員初任者研修」

を実施する事業者に対する運営補助を行っています。今後も増え続ける介護需要に対応

するために、東京都と連携しながら事業者による介護人材の確保に向けた取組を支援し

ていきます。 

また、本市では平成 29年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始したことに伴

い、市独自の認定ヘルパーの養成事業を実施しており、新たな介護人材の発掘・確保を推

進しています。 

 

⑷ 保健・医療・福祉の連携 

本市では、市内４か所に地域包括支援センター※を設置し、保健・医療・福祉との連携

を行ってきました。しかし、高齢者に対する福祉事業と保健事業がそれぞれ個別に実施

されているなど、いまだ総合的なサービスの提供体制という面で課題を抱えています。 

今後も、地域包括支援センター※のマネジメント機能強化や「地域ケア会議※」、介護や

医療の専門職を対象とした「多職種研修会」等を通して保健・医療・福祉の連携をより緊

密に図るとともに、利用者本位のサービスが展開できるよう相互のネットワークの充実

に努めていきます。また、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を実施す

るため、高齢者の保健事業について、後期高齢者医療広域連合と連携し、介護予防事業と

一体的に実施するための仕組みを検討し、実施します。 

 

⑸ 高齢者のボランティア活動への支援 

市民総合センター内の「ボランティア・市民活動センター」を拠点として、活動に関す

る各種の啓発推進事業、ボランティア養成研修事業、介護支援ボランティア事業やＮＰ

Ｏ法人が行う介護予防リーダー活動の支援などを行っています。   

今後は、増加する高齢者の地域活動への参加を促進するため、多様な生活支援サービ

スの基盤整備を推進し、その担い手として社会参加する体制を整えていきます。 
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⑹ サービス利用を容易にするための方策 

日常生活圏域ごとの相談窓口である地域包括支援センター※や見守り相談室が、各方面

の相談窓口と連携を図りながら、高齢者やその家族からの相談に応じています。また、事

業案内の冊子や出前講座「むさしむらやま塾」※などを活用して、各種サービスの広報に

努めています。 

今後は、相談窓口同士の連携の強化を図ることにより、高齢者に関する包括的な相談

に応じるための体制と、高齢者が自立した生活を継続するために必要となるサービスの

適切な選択と利用を支援するための体制の充実を図る必要があります。 

 

⑺ 高齢者の生きがい対策 

「老人クラブ」及び「お互いさまサロン」への支援や生涯学習講座、スポーツ・レク

リエーション事業等を通じて、介護予防、仲間づくり、世代間交流や生きがいづくりへ

の支援などを行っています。 

 

⑻ 高齢者の就労促進 

「シルバーワークプラザ※」を拠点とした高齢者の就労支援や東京都高年齢者就業相談

所からの就業案内などの情報提供を行っています。 

また、シルバー人材センターでは、各種の業務を請け負い、登録された会員に就労の場

を提供しています。 
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第５節 アンケート調査結果から見る高齢者の課題 

 

⑴ アンケート調査の概要 

本計画策定に当たり、国から示されたアンケート調査内容を基本として実施し、地域

の高齢者の課題等を的確に把握するとともに高齢者福祉施策や介護保険事業への日頃の

考えや意見、要望を伺い、計画策定の基礎資料とすることを目的に調査を行いました。 

 

図表 15 武蔵村山市第五次高齢者福祉計画及び第八期介護保険事業計画策定に向けたアンケート調査の概要 

 

 
介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 
在宅介護実態調査 事業者アンケート調査 

目 的 

要介護状態になる前の

高齢者について、要介護状

態になるリスクの発生状

況・各種リスクに影響を与

える社会参加の状況を把

握し、地域の抱える課題を

特定することを目的とし

て実施するもの 

「高齢者等の適切な

在宅生活の継続」と「家

族等介護者の就労継続」

の実現に向けた介護サ

ービスの在り方を検討

することを目的として

実施するもの 

サービス見込量の推

計や事業立案の参考と

するため、介護保険事業

を行っている法人に対

し、今後の介護保険サー

ビス等の提供方針や運

営上の課題等を把握す

ることを目的として実

施するもの 

対 象 者 

65 歳以上で要介護１～

５の認定を受けていない

方 

65 歳以上で在宅で生

活している要支援１～

要介護５の認定を受け

ている方のうち、更新・

区分変更申請を伴う認

定調査を受けている方 

本市をサービス提供

エリアとする介護サー

ビス事業者 

対象者数 2,000 人 843人 45 事業所 

調査方法 
郵送による配布・回収（ただし、在宅介護実態調査の一部 

は、認定調査時の認定調査員による聞き取り調査を実施） 

実施時期 令和元年 12 月 10日から令和元年 12月 25 日まで 

回収結果 
有効回答数 1,388 人 

有効回答率 69.4％ 

有効回答数 595人 

有効回答率 70.6％ 

有効回答数 38 事業所 

有効回答率 84.4％ 
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⑵ アンケート調査結果及び日常生活圏域ごとのリスク保有者とエリア別の特徴と課題 

ここでのアンケート調査結果については、日常生活圏域ごとのリスク保有者とエリア

別の特徴と課題に係るところに焦点を当てることとします（調査結果の詳細はアンケー

ト調査報告書（市政情報コーナー等で閲覧可）を参照）。 

また、日常生活圏域ごとのリスク保有者とエリア別の特徴と課題については以下のと

おりとなります。 

本市における介護予防・日常生活圏域ニーズ調査による各リスクの状況については、

厚生労働省が運用している「地域包括ケア見える化システム※」において、各リスクの

判定を行っています。 

 

「地域包括ケア見える化システム※」による判定 

ア 運動器機能低下リスク 

 

 西 部 北 部 南 部 緑 が 丘 全 体 

運動器機能低下リスク 9.9％ 9.9％ 10.3％ 16.6％ 11.0％ 

 

運動器機能低下リスクでは、緑が丘エリアの方が最もリスクが高く 16.6％の方が判定

されています。なお、他エリアでは、大きな差はありません。 

 

イ 閉じこもりリスク 

 

 西 部 北 部 南 部 緑 が 丘 全 体 

閉じこもりリスク 12.8％ 12.7％ 13.4％ 9.5％ 12.2％ 

 

閉じこもりリスクでは、西部、南部、北部エリアで１割を超える方が判定されていま

す。一方、緑が丘エリアでは、判定率は 9.5％にとどまっています。 

 

ウ 転倒リスク 

 

 西 部 北 部 南 部 緑 が 丘 全 体 

転倒リスク 25.9％ 26.2％ 27.0％ 24.6％ 25.6％ 

 

転倒リスクでは、南部エリアが 27.0％と最も高く、３割近い方が判定されています。

西部、北部エリアはほぼ同率となり、緑が丘エリアはエリア中最も低くなっています。 
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エ 低栄養リスク 

 

 西 部 北 部 南 部 緑 が 丘 全 体 

低栄養リスク 0.9％ 1.5％ 1.3％ 2.4％ 1.4％ 

 

低栄養リスクでは、判定される方は少なくなっていますが、緑が丘エリアが最も高く

なっており、他エリアはほぼ同数となっています。 

 

オ 口腔機能リスク 

 

 西 部 北 部 南 部 緑 が 丘 全 体 

口腔機能リスク 20.2％ 21.0％ 20.1％ 27.5％ 21.5％ 

 

口腔機能リスクでは、全てのエリアにおいて２割以上の方が判定されていますが、そ

の中でも緑が丘エリアが 27.5％と３割近くの方が判定されています。 

 

カ 認知症リスク 

 

 西 部 北 部 南 部 緑 が 丘 全 体 

認知症リスク 35.6％ 34.5％ 36.9％ 41.2％ 36.4％ 

 

認知症リスクでは、うつリスクと並んで３割以上の方が判定されています。その中で

緑が丘エリアでは４割以上の方が判定されています。 

 

キ うつリスク 

 

 西 部 北 部 南 部 緑 が 丘 全 体 

うつリスク 37.2％ 37.3％ 38.5％ 39.8％ 38.3％ 

 

うつリスクは、全てのリスク中で最も高くなっています。西部、南部、北部エリアは

大きな差はありませんが、緑が丘エリアは他エリアに比べやや高くなっています。 
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ク ＩＡＤＬ※が低い高齢者 

 

 西 部 北 部 南 部 緑 が 丘 全 体 

IADL※が低い高齢者 10.4％ 8.9％ 10.8％ 7.1％ 9.5％ 

 

ＩＡＤＬ※（手段的日常生活動作）が低い高齢者では、緑が丘エリアが 7.1％と他エリ

アに比べやや低くなっています。 

 

図表 16 日常生活圏域のリスク保有者の割合 

 西 部 北 部 南 部 緑 が 丘 全 体 

運動器機能低下リスク 9.9％ 9.9％ 10.3％ 16.6％ 11.0％ 

閉じこもりリスク 12.8％ 12.7％ 13.4％ 9.5％ 12.2％ 

転倒リスク 25.9％ 26.2％ 27.0％ 24.6％ 25.6％ 

低栄養リスク 0.9％ 1.5％ 1.3％ 2.4％ 1.4％ 

口腔機能リスク 20.2％ 21.0％ 20.1％ 27.5％ 21.5％ 

認知症リスク 35.6％ 34.5％ 36.9％ 41.2％ 36.4％ 

うつリスク 37.2％ 37.3％ 38.5％ 39.8％ 38.3％ 

IADL※が低い高齢者 10.4％ 8.9％ 10.8％ 7.1％ 9.5％ 

 

各リスク判定をみると、緑が丘エリアが多くのリスクで他エリアに比べ判定率が高く

なっています。特に、運動器機能低下リスク、口腔機能リスク、認知症リスクでは、他エ

リアに比べ判定率が非常に高くなっています。しかし、閉じこもりリスク、転倒リスク、

ＩＡＤＬ※が低い高齢者では他エリアに比べ判定率がやや低くなっています。 
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第６節 高齢者を取り巻く課題のまとめ 

 

これまでの各種調査結果を基に、以下のとおり着目すべき現状と課題、計画推進のポ

イントをまとめました。 

 

区分 着目すべき現状と課題 

高
齢
者
を
取
り
巻
く

統
計
デ
ー
タ 

・全国における近年の高齢者人口及び割合はそれぞれ増加しており、本市にお

いても同様である 

・要支援・要介護認定者数及び要援護高齢者比率の推移は増加傾向にある 

日
常
生
活
圏
域
の
現
状 

・地域包括支援センター※は、４センターの体制となっている 

・緑が丘エリアが多くのリスクで他エリアに比べ判定率が高い傾向にある 

・閉じこもりリスク、転倒リスク、ＩＡＤＬ※（手段的日常生活動作）が低い高

齢者では、緑が丘エリアを除いた他の３エリアの判定率が高い傾向にある 

高
齢
者
福
祉
施
策
の 

取
組
現
状 

・本市では、「介護職員初任者研修」を実施している法人に対し補助金を交付し

ている 

・総合事業の開始に伴い、平成 29年度から市認定ヘルパー養成研修を実施して

いる 

・市内４か所に地域包括支援センター※を設置し、保健・医療・福祉との連携

を行っている 

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
か
ら
見
る
現
状 

・介護を必要としている高齢者は、介護・介助を必要なしとしている高齢者と比

較して、転倒に対する不安が大きく、外出する頻度が減少傾向にあり、他人と

食事する機会や若い人に自分から話しかけることが少なく、日中は一人になる

ことが多い傾向にある 

・高齢者の意見では、健康づくりや介護予防として、より充実した方がよいと思

うことは認知症予防であり、認知症施策を進めていく上では、早期発見・早期

診療の体制づくりに重点を置くべきとの意見が多い 

・介護保険制度について、市に期待することでは、手続を簡便にすること、在宅・

施設サービスを充実させることである 

・地域包括支援センター※の認知度は６割程度であるが、活動内容については知

らないと答えている人は、そのうち２割程度である 

・今後、市が取り組むべき高齢者に関する福祉施策について、優先して充実させ

るべき施策は、在宅高齢者に対する福祉サービスの充実、入所施設（特別養護

老人ホーム等）の整備である 
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●国が示す基本方針等 

・令和７（2025）年、令和 22（2040）年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

令和７（2025）年、令和 22（2040）年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる

介護需要等を踏まえること、介護離職ゼロの実現に向けたサービス基盤整備、地域医療

構想との整合性を踏まえること 

・地域共生社会の実現 

 地域住民と行政などが協働し、公的な体制による支援とあいまって、地域や個人が抱

える生活課題を解決していくことができるよう、包括的な支援体制を整備 

・介護予防、健康づくり施策の充実・推進 

 一般介護予防事業※の推進に関して「ＰＤＣＡサイクルに沿った推進」、「専門職の関

与」、「他の事業との連携」や、在宅医療・介護連携の推進について看取りや認知症への

対応強化 

・認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

 認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく

暮らし続けることができる社会の実現を目指す 

国が示す基本方針等を基準に、本市における計画推進のポイントを以下のとおりまとめ 

ました。 

 

 

●計画推進のポイント 

⑴ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

地域包括支援センター※の認知度を高めるとともに、体制等機能強化をしていくこと

が必要 

⑵ 高齢者の社会参加の促進 

生きがいづくりやサービス提供の担い手として高齢者の社会参加を促進していくこ

とが必要 

⑶ 介護予防の推進 

リスクの重複による重症化を防ぐため、介護予防による健康づくりを推進していく

ことが必要 

⑷ 高齢者の生活支援の充実 

住み慣れた地域で高齢者が安心して生活できる支援策を充実していくことが必要 

⑸ 安心して暮らせる環境の整備 

高齢者の安全・安心な暮らしを確保していくため、環境整備とともに、高齢者を見

守る体制を構築していくことが必要 

⑹ 認知症対策の充実 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らすための支援体制を強化していくことが必

要   

⑺ 介護サービスの充実 

今後増加する要支援・要介護認定者の需要と供給のバランスを保ちながら持続可能な

介護保険制度を運営していくことが必要 
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第３章      令和７（2025）年及び令和 22（2040）年の将来像 

 

第１節 高齢者数等の推計 

 

⑴ 将来人口・高齢者数の推計 

団塊の世代の全てが 75 歳になる令和７（2025）年及び団塊ジュニア世代が高齢者とな

る令和 22（2040）年を見据え、武蔵村山市第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略にお

ける人口ビジョン（トレンド推計）を基に将来人口を設定しました。 

 

図表 17  高齢者の実績値と推計値 

単位：人 

 実績値 推計値 

項 目 
平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

２年 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

７年 

令和 

22 年 

総人口 72,642 72,417 71,988 73,600 73,900 74,156 74,607 76,297 

高齢者数 18,790 18,903 19,109 19,323 19,386 19,448 19,515 23,421 

前期高齢者※ 9,630 9,323 9,212 9,224 8,924 8,383 7,614 12,324 

後期高齢者※ 9,160 9,580 9,897 10,099 10,462 11,065 11,901 11,097 

高齢化率※ 25.9％ 26.1％ 26.5％ 26.3％ 26.2％ 26.2％ 26.2％ 30.7％ 

                            資料：住民基本台帳（実績値 10月１日現在） 
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⑵ 要支援・要介護認定者数の推計 

本計画期間以降も高齢化が進展し、高齢者数の増加とともに、要支援・要介護認定者数

も増加することが予測されます。 

要支援・要介護認定者（第１号被保険者※）数は、令和元年度で 2,800人（要援護高齢

者比率 14.8％）ですが、令和５年度においては 3,326 人（要援護高齢者比率 17.1％）、

令和７年度においては 3,580 人（要援護高齢者比率 18.3％）、令和 22 年度においては

4,355人（要援護高齢者比率 18.6％）になると推計されます。 

 

図表 18  要支援・要介護認定者数の実績値と推計値 

単位：人 

 実績値 推計値 

区 分 
平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

要支援 1 367 418 424 464 485 508 543 577 

要支援 2 341 379 368 381 397 412 436 511 

要介護 1 548 576 614 623 663 705 767 913 

要介護 2 435 433 437 452 478 498 535 661 

要介護 3 372 370 386 402 425 450 483 571 

要介護 4 355 349 371 384 404 425 463 643 

要介護 5 248 275 264 295 310 328 353 479 

計 2,666 2,800 2,864 3,001 3,162 3,326 3,580 4,355 

第 1号 

被保険者数 
18,628 18,910 19,159 19,323 19,386 19,448 19,515 23,421 

要援護 

高齢者比率 
14.3％ 14.8％ 14.9％ 15.5％ 16.3％ 17.1％ 18.3％ 18.6％ 

第 2号 

被保険者数 
81 85 77 79 79 81 81 73 

合 計 2,747 2,885 2,941 3,080 3,241 3,407 3,661 4,428 

資料：地域包括ケア見える化システム
※
将来推計総括表 
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⑶ 認知症高齢者数の推計 

本計画期間以降も高齢化が進展し、高齢者数の増加とともに、認知症高齢者も増加す

ることが予測されます。 

本計画における施策への反映のための参考情報として、日常生活に支障を来すような

症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられる認知症高齢者の日常生活自立度※Ⅱ以上の

認定者数を推計しました。 

認知症高齢者の日常生活自立度※Ⅱ以上の認定者数は、令和２年度で 1,909 人ですが、

令和７（2025）年度には 1,978人、令和 22（2040）年度には 2,023 人になると推計され

ます。 

 

図表 19 認知症高齢者の日常生活自立度※Ⅱ以上の認定者数の実績値と推計値         

     単位：人 

 実績値 推計値 

区 分 
平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

認定者数 1,834 1,920 1,909 1,951 1,959 1,966 1,978 2,023 
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第２節 介護保険施設入所者数の推計 

 

今後の施設入所者の見込みについては、以下のとおりです。 

 

 

図表 20 第八期計画期間における施設入所者数等の実績値と推計値 

単位：人／月・％ 

項 目 

実績値 推計値 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

居住サービス 71 90 100 117 123 130 141 173 

 
特定施設入居者 

生活介護 
71 90 100 117 123 130 141 173 

施設サービス 491 511 540 542 542 542 651 839 

 

介護老人福祉施設※ 306 307 330 330 330 330 378 489 

介護老人保健施設※ 167 183 190 192 192 192 247 316 

介護医療院※ 0 0 0 0 0 0 26 34 

介護療養型医療 

施設※ 
18 21 20 20 20 20 - - 

地域密着型サービス※ 49 51 66 75 79 79 81 90 

 

認知症対応型 

共同生活介護 
41 43 57 65 68 68 70 78 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
0 0 0 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人 

福祉施設入所者生活 

介護 

8 8 9 10 11 11 11 12 

合 計 611 652 706 734 744 751 873 1,102 

居宅・地域密着型・ 

施設サービス割合 

（対高齢者人口） 

3.3 3.4 3.7 3.8 3.8 3.9 4.5 4.7 

施設入所者のうち 

要介護４・５の人数 
303 306 329 329 329 329 399 545 

施設入所者のうち 

要介護４・５の割合 
61.7 59.8 60.9 60.7 60.7 60.7 61.3 65.0 

資料：地域包括ケア見える化システム
※
将来推計総括表 
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第４章       計画の基本的な考え方 

 

第１節 計画の基本目標と基本施策 

 

⑴ 計画の基本目標 

 

 

高齢者が健康で安心して 

暮らせるまちをつくります 
 

 

 

本計画の上位計画である「武蔵村山市第五次長期総合計画」では、「人と人との絆をつ

むぐ 誰もが活躍できるまち むさしむらやま」という将来都市像を定めています。こ

の将来都市像の実現において、高齢者福祉では「高齢化の進展を踏まえ、在宅サービスや

施設サービスの充実を図るとともに、元気な高齢者が生きがいを持って生活が続けられ

るよう、介護予防などを推進するほか、様々な形での社会参加の機会を充実する」ことが

求められています。 

前計画においては、「地域包括ケアシステムの深化・推進」を中心に、団塊の世代の全

てが 75歳以上となる令和７（2025）年を見据えながら、一人暮らし高齢者や高齢者のみ

の世帯、要支援・要介護認定者、認知症高齢者の増加に対して、適切なサービスを受けら

れるように取り組んできました。 

本計画の策定に当たって、国は令和７（2025）年及び令和 22（2040）年を見据えた介

護サービス基盤、人的基盤の整備、地域共生型社会の実現等を主なテーマに掲げていま

す。これは、今後、介護ニーズの高い 85歳以上の人口が急速に増加することから、介護

サービスの需要が更に増加・多様化することが想定されることによるものです。 

「武蔵村山市第五次長期総合計画」の将来都市像及び介護サービス基盤、人的基盤の

整備、地域共生社会を実現するためには、前計画の考え方を踏襲しつつ、高齢者が家庭や

地域の中で、明るく、充実した日々を送ることができ、その尊厳を保持し、その人らしく

心豊かに生活することができるまちづくりが必要となります。 

これらを踏まえ、本計画の基本目標を、前計画の基本目標を継承し、「高齢者が健康で

安心して暮らせるまちをつくります」と定めます。 
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⑵ 計画の基本施策 

計画の基本目標を受けて、以下の７つの基本施策を定めます。 

 

基本施策１ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

「武蔵村山市第五次高齢者福祉計画及び第八期介護保険事業計画策定に向けたアンケ

ート調査」の結果（以下「アンケート結果」という。）では、地域包括支援センター※を知

らないと回答した人は約３割となっており、知っている人の中でも約２割の人が地域包

括支援センター※の業務内容を知らないと回答しています。 

高齢化が進展する中、地域包括ケアシステムを推進していくために、相談・支援の中核

を担う地域包括支援センター※の認知度の向上をはじめ、介護予防・日常生活支援総合事

業や生活支援体制の充実、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、今後の増加が

見込まれる認知症高齢者に対する支援などを行います。 

 

 

基本施策２ 高齢者の社会参加の促進 

アンケート結果では、ボランティアやスポーツ関係、趣味関係のグループ、クラブに参

加している人は３割以下にとどまっています。また、収入のある仕事をしている人は２

割強となっています。 

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも健康で、できる限り自立した生活を送ることが

できるよう、生きがいづくりの支援や就労の促進を行い、高齢者の社会参加の拡大を図

る必要があります。 

また、少子高齢社会の急速な進展に伴い、労働力人口は今後ますます減少することが

見込まれ、高齢者が経済社会の担い手として、経験や知識を生かして活躍することが求

められています。 

 

 

基本施策３ 介護予防の推進 

アンケート結果では、介護・介助が必要になった主な原因では、「脳卒中（脳出血・脳

梗塞等）」が最も高く、次いで「心臓病」、「骨折・転倒」、「高齢による衰弱」となってい

ます。 

介護予防は、要支援・要介護状態にならないため、又は要支援・要介護状態になって

も、それ以上悪化することがないようにすることが大切です。 

また、「高齢者自身が地域において自立した日常生活を送ること」を実現することが介

護予防の目的であり、それを達成するには住民自ら健康増進や介護予防の意識をもつこ

とを前提に、介護予防につながる各種取組を支援していくことが重要です。 
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基本施策４ 高齢者の生活支援の充実 

アンケート結果では、高齢者福祉施策について、優先して充実させるべき施策では、

「在宅高齢者に対する福祉サービスの充実」が最も高くなっています。 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、必要な方が、必要なときに、必要なサ

ービスを利用できるよう、高齢者福祉施設や老人福祉センターの充実や各サービスの拡

充を図るとともに、地域包括支援センター※と連携を図り、民生委員等地域住民や介護支

援専門員※に対して事業の周知を図っていくことが必要です。また、高齢者の相談業務や

各会議体等から住民のニーズや地域課題を把握し、必要とされるサービスを検討し、実

施していくことが必要です。 

 

 

基本施策５ 安心して暮らせる環境の整備 

アンケート結果では、主な介護者の方が不安に感じる介護等では、「外出の付き添い、

送迎等」の割合が 31.0％、「屋内の移乗・移動」が 17.0％となっています。 

高齢化の進展に伴い、歩行者のために安全で快適な環境の整備が強く求められている

ため、高齢者や障害者等を含む全ての市民の利便を図るため、機能性・快適性・安全性な

どに配慮した施設や道路、公共交通等のバリアフリー※のまちづくりを進める必要があり

ます。 

また、近年の災害の発生状況や、新型コロナウイルス等の感染症の流行を踏まえ、事業

所等と連携した対策の実施や必要な物資の備蓄等を進めることが必要です。 

 

 

基本施策６ 認知症対策の充実 

アンケート結果では、主な介護者の方が不安に感じる介護等では、「認知症状への対応」

の割合が最も高くなっています。また、認知症施策を進めて行く上で、重点を置くべきだ

と思うことでは、「早期発見・早期診療の体制づくり」が最も高くなっています。 

認知症は誰もがなり得るものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、

多くの人にとって身近なものとなっています。認知症の発症を遅らせ、認知症になって

も希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しな

がら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進することが必要です。 

 

 

基本施策７ 介護サービスの充実 

介護保険サービスには、在宅で「訪問」「通所」「宿泊」が利用できる「居宅サービス」、

原則として市内在住の方のみ利用できる「地域密着型サービス※」、入所してサービスが

受けられる「施設サービス」があります。 

介護保険被保険者数の増加に伴う要支援・要介護認定者数の増加により、必要とされ

る介護保険サービス量も増加することが見込まれることから、今後のサービス見込量を

適正に推計していくことが重要です。 
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⑶ 計画の体系 

計画の全体像を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 基本目標 〕 〔 基本施策 〕 〔 取組 〕 

基本施策６ 
 
認知症対策の充実 
 

基本施策３ 
 
介護予防の推進 

基本施策４ 
高齢者の生活支援の
充実 

基本施策５ 
安心して暮らせる 
環境の整備 

基本施策１ 
地域包括ケアシステム
の深化・推進 

高
齢
者
が
健
康
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す 

基本施策２ 
高齢者の社会参加の
促進 

基本施策７ 
 
介護サービスの充実 

(1)地域包括ケアの推進体制の強化 

(3)保健・医療・福祉の連携 

(2)地域支援体制の整備 

(1)介護予防の推進 

(1)サービスを提供する施設の整備 

(1)生活の安定と居住環境等の整備 

(2)健康の維持と増進 

(2)自立した生活を支援する在宅サービスの提供 

(2)防犯・防災対策の推進 

(2)高齢者の就労の促進 

(1)高齢者の生きがい対策の推進 

(2)認知症サポート体制の充実 

(3)権利擁護の推進 

(2)サービスの質の向上 

(4)情報提供・相談体制の充実 

(6)介護に取り組む家族等への支援 

(1)認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

(1)介護保険サービス基盤の整備 

(3)介護給付の適正化 

(5)低所得者対策の推進 
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第５章     施策の展開 

 

第１節 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 

⑴ 地域包括ケアの推進体制の強化 

住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する地域包括ケア体制を拡充して

いくため、地域ごとに高齢者のニーズや状態に応じた必要なサービスが切れ目なく提供

できる体制が重要です。 

地域包括支援センター※を拠点に、医療や地域の関係団体・機関による各種ネットワー

クを結び付けるとともに、地域住民による互助や地域の福祉団体などによる活動と合わ

せ、単身高齢者や認知症高齢者など要援護者への見守り等の効果的な支援が可能となる

重層的なネットワークの構築を図ります。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

地域包括ケアの 

ネットワークづくり

の推進 

高齢者が住み慣れた地域で生活

を継続していけるよう、市、地域包

括支援センター※、医療機関、介護サ

ービス事業所、民生委員・児童委員、

自治会、地域住民、ＮＰＯ法人等と

連携した地域包括ケアのネットワ

ークの構築・強化を推進します。 

実施中 充実 

高齢福祉課 

福祉総務課 

協働推進課 
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⑵ 地域支援体制の整備 

地域包括支援センター※の機能強化及び地域や関係機関との連携を強化し、情報提供や

相談体制を更に強化します。また、個別ケースに関する対策の検討・情報交換、地域資源

の状況や不足しているサービスなどの地域課題に取り組み、地域への展開に向けて推進

します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

地域包括支援 

センターの機能強化 

ケアマネジメント※の質の向上、

地域課題の発見、資源開発※や地域

づくりを進めるため、役割に応じた

人員体制の整備を進めます。特に、

地域包括支援センター※が中心とな

り、通いの場の立ち上げや生活支援

サービス体制整備を強化します。 

実施中 充実 高齢福祉課 

生活支援サービス 

体制の整備 

地域のニーズを掘り起こし、既存

の地域資源や人材とマッチングさ

せる役割を担い、サービスの開発等

をコーディネートする目的で地域

包括支援センター※に配置された生

活支援コーディネーター※（地域支

え合い推進員）が、高齢者の生活支

援・介護予防サービスの提供体制の

充実を図り、住民主体の生活支援、

移動支援等の体制整備を行います。  

また、各圏域のコーディネーター

と生活支援・介護予防サービスの提

供主体等が参画し、情報共有及び連

携強化の場となる「協議体※」を開催

します。 

実施中 充実 高齢福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 28年版厚生労働白書 

－人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える－ 
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⑶ 保健・医療・福祉の連携 

保健・医療・福祉の連携は、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で、自立した生活を

送るためにも、ますますその必要性が高まっています。そこで、これまでの実績も踏ま

え、保健・医療・福祉の連携が更に円滑で効果的に進められるよう地域ケア会議※の充

実を図るとともに、在宅医療・介護連携推進事業の取組を進め、効果的なサービスの選

択と提供ができる体制づくりに努めていきます。 

また、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細かな支援を行うため、様々な健康づ

くり施策と介護予防施策を連携させ一体的に進めることにより、効果的な施策を展開し

ていきます。 

一体的実施を行うに当たり、医療・介護・保健等のデータを総合的に分析し、関係機関

と連携して取組を進めるために連携方策を検討します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

保健・医療・福祉の 

ネットワークの充実 

地域包括支援センター※が主体と

なり、地域ケア会議※を開催し、行

政、医療機関、保健所、サービス提

供機関による保健・医療・福祉のネ

ットワークづくりを進めます。 

また、保健・医療・福祉の関係者

が連携して在宅医療を支援する環

境づくりを推進するために、多職種

による在宅医療・介護連携推進協議

会において課題の把握及び解決策

の検討を行います。 

実施中 継続 高齢福祉課 

在宅療養支援 

医療と介護の両方を必要とする

状態の高齢者の在宅療養を支援す

る体制を整備するため、連携に関す

る相談支援等を行う在宅医療・介護

連携支援センターの機能強化を進

めるとともに、ＩＣＴ※機器の活用

などにより、医師会や訪問看護ステ

ーションなどの医療関係機関と介

護支援専門員※（ケアマネジャー）や

介護事業者などの介護関係機関の

情報共有支援を進めます。 

実施中 充実 高齢福祉課 

かかりつけ医師・ 

かかりつけ歯科医師

等による訪問診療 

の促進 

医師会等と協働して、かかりつけ

医師・かかりつけ歯科医師・かかり

つけ薬剤師による居宅療養の管理・

指導などを含めた訪問診療等の充

実を図ります。 

実施中 充実 
高齢福祉課 

健康推進課 

在宅医療・ 

介護関係者の研修 

医療と介護の相互の理解を深め、

医療・介護関係者の連携を推進する

ために必要な知識の習得・向上を目

的とした多職種での研修を実施し

ます。 

 

年２回 

実施中 
充実 高齢福祉課 
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施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

在宅医療・介護連携

に関する普及啓発 

高齢者が望む療養生活を最後ま

で送ることができるように、在宅医

療や介護についての理解を進める

ための講演会等を実施します。 

実施中 充実 高齢福祉課 

事象に応じた市の関

係部課との連携 

市の関係部課が相互に連携を図

り、相互の情報を共有化することで

効果的なサービスの提供に努めま

す。 

実施中 継続 全課 

高齢者の保健事業と

介護予防の一体的 

実施事業の検討 

医療、介護、保健等のデータを総

合的に分析し、必要なサービスに接

続するために、高齢者の身近な通い

の場等を活用して保健事業と介護

予防を一体的に実施します。（令和

４年度から実施予定） 

検討 実施 

保険年金課 

高齢福祉課 

健康推進課 

 

 

第２節 高齢者の社会参加の促進 

 

⑴ 高齢者の生きがい対策の推進 

趣味や教養を身に付ける自己完結的な学習にとどまらず、スポーツ活動、文化活動、趣

味、ボランティア活動など学びを通した生きがいにつながる機会の創出とともに、生涯

学習における「知の循環」として、自ら身に付けた学びを地域活動に生かす取組を支援し

ます。 

また、ボランティア活動や交流会等の仲間づくり活動や、地域活動の実践に向けた支

援を行います。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

ボランティア活動の

支援 

高齢者がボランティア活動を通

じて社会参加、地域貢献を行うとと

もに、自身の健康増進を図ることを

目的とする「介護支援ボランティア

事業※」を引き続き実施します。 

実施中 充実 
高齢福祉課 

協働推進課 

喜び農園の提供 

園芸を行う機会の少ない地域の

高齢者が、趣味や健康維持の一環と

して利用できる「喜び農園」を継続

して実施します。 

５か所 

277区画 
継続 高齢福祉課 

交流の場・機会の 

確保 

高齢者を含む地域住民と児童の

交流を図るため、学校施設等を活用

し、昔あそび等を通じて、地域にお

ける多様な交流の場・機会づくりの

推進に努めます。 

 

実施中 継続 
高齢福祉課 

文化振興課 
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施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

老人クラブ活動の 

支援 

地域の高齢者が高齢期の生活を

健全で明るいものとするために、社

会奉仕活動や健康の増進・介護予防

を図る活動を行っている「老人クラ

ブ」の活動を支援します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

公民館講座シルバー

教室の実施 

高齢者が楽しく学習し、自らの生

活に生きがいを見出せるよう、知

識・技術等についての学習及び仲間

づくりの機会を提供し、社会参加へ

の推進を図ります。 

実施中 継続 文化振興課 

介護予防リーダー 

の養成 

地域の高齢者のためにボランテ

ィアで介護予防を目的とした取組

を行っている「介護予防リーダー」

の養成を行います。 

養成数 

112人 

養成数 

130人 
高齢福祉課 

通いの場の充実 

体操や脳トレ等の様々な講座や

レクリエーションを行う場として

高齢者の通いの場である「お互いさ

まサロン」づくりを推進します。 

サロン数 

54か所 

サロン数 

63か所 
高齢福祉課 

 

⑵ 高齢者の就労の促進 

生計維持を優先した働く機会の創出や、生きがいを重視した活動、働き方を工夫した

就労形態の改革など、高齢者が活躍しやすい機会の創出に向けた取組を進めます。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

高齢者の就労の促進 

高齢者が自らの経験と知識を生

かして活動的に暮らせるよう、「シ

ルバーワークプラザ※」で就労の場

を提供するとともに、就業案内や就

業相談の充実に努め、高齢者の就労

の促進を図ります。また、総合事業

の担い手の一つとして、新たな資源

開発※に努めていきます。 

実施中 継続 
福祉総務課 

高齢福祉課 
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第３節 介護予防の推進 

 

⑴ 介護予防の推進 

地域の実情に応じた介護予防の取組を推進する観点から、高齢者を年齢や心身の状態

等によって分け隔てることなく、住民主体の活動的で継続的な通いの場としての一般介

護予防事業※を実施します。また、要支援者や介護予防・生活支援サービス事業対象者（基

本チェックリスト※を用いた簡易な形で要支援者に相当する状態等と判断された方）を対

象に、状態の改善と悪化の予防を目的とした総合事業による介護予防・生活支援サービ

ス事業及び介護予防給付を引き続き提供します。 

 

ア 地域支援事業※（一般介護予防事業※） 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

脳のパワーアップ 

教室 

簡単な「読み書き」、「計算」等

を行って認知機能の低下を防ぐ教

室を開催することにより、認知機能

の維持・向上を図ることを目的とし

ています。 

定員数 

60人 

延べ参加数 

557人 

継続 高齢福祉課 

介護予防健康 

太極拳教室 

深い呼吸法に合わせて体を動か

すことで、心身のバランス感覚を養

い、転倒予防につながることを目的

としています。 

定員数 

48人 

延べ参加数 

404人 

継続 高齢福祉課 

膝痛予防教室 

家庭でできる、膝の痛みを軽減さ

せる運動方法を習得し、仲間づくり

を推進することで、膝の痛みが要因

で起こる閉じこもりを防ぐことを

目的としています。 

定員数 

48人 

延べ参加数 

406人 

継続 高齢福祉課 

筋力アップ教室 

マシントレーニングとストレッ

チを組み合わせた筋力向上トレー

ニングを通じて身体機能の維持・向

上を図ります。 

定員数 

128人 

延べ参加数 

1,379人 

継続 高齢福祉課 

お口と食の健康教室 

適切な口腔ケアを行い、口腔衛生

状態や摂食嚥下※機能を改善する方

法や低栄養を予防する食事等につ

いて学び、高齢者の心身機能の維

持・向上を図ります。 

定員数 

32人 

延べ参加数 

49人 

継続 高齢福祉課 

輝く高齢者介護予防

講座 

運動機能向上、栄養改善、口腔機

能向上及び認知機能低下の予防の

取組を通して、閉じこもり予防及び

仲間づくりを目的としています。 

 

定員数 

24人 

延べ参加数 

315人 

継続 高齢福祉課 

介護予防通信 

介護予防活動の普及・啓発のた

め、介護予防に役立つ情報を紹介す

る「介護予防通信」を配布します。 

 

実施中 継続 高齢福祉課 
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施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

介護予防リーダー・ 

お互いさまリーダー

の養成 

地域の高齢者のために介護予防

を目的とした取組を行う自主グル

ープや市が推進する「お互いさまサ

ロン」の活動を担っていける方を養

成する講座を行います。 

養成数 

149人 
継続 高齢福祉課 

地域介護予防活動 

支援補助金 

高齢者の社会的孤立の解消、心身

の健康保持及び要介護状態の予防

並びに地域の支え合いの体制整備

を推進し、高齢者の地域における自

立した日常生活を支援するため、高

齢者に通いの場を提供する住民主

体の自主的な活動を行う団体に対

し、補助金を交付します。 

交付件数 

30団体 
継続 高齢福祉課 

地域包括ケアボラン

ティア活動団体支援

事業 

高齢者に通いの場を提供する住

民主体の自主的な活動を地域包括

ケアボランティア活動として位置

付け、その団体活動を支援するため

に、交付金を交付します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

 

 

イ 地域支援事業※（介護予防・生活支援サービス事業） 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

第１号訪問事業※ 

本市の総合事業として行われる

第１号訪問事業には、旧介護予防訪

問介護相当サービスに加え、本市が

独自に基準を緩和したサービスが

あります。引き続き総合事業による

訪問型サービスの提供を継続しま

す。 

実施中 継続 高齢福祉課 

第１号通所事業※ 

本市の総合事業として行われる

第１号通所事業には、旧介護予防通

所介護相当サービスがあります。引

き続き総合事業による通所型サー

ビスの提供を継続します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

第１号介護予防支援

事業※ 

本市の総合事業として行われる

第１号介護予防支援事業は、要支援

者等に対し、総合事業によるサービ

ス等が適切に提供され、介護予防や

自立支援につながるよう地域包括

支援センター※が個別計画を立案し

ます。引き続き総合事業による介護

予防ケアマネジメント※を継続しま

す。 

実施中 継続 高齢福祉課 
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ウ 介護予防給付 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

介護予防給付 

平成 29 年度から一部サービスが

総合事業に移行しましたが、訪問介

護※・通所介護※以外のサービス（訪

問看護※、福祉用具※等）は、引き続

き介護予防給付によるサービス提

供を継続します。 

実施中 継続 高齢福祉課 
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⑵ 健康の維持と増進 

健康教育、イベント、広報等を通じ、各種健（検）診の目的・重要性等について、更に

積極的な周知を図るとともに、特定健康診査・特定保健指導を主とした各種健（検）診の

受診促進に向け、様々なライフスタイルに合わせた受診しやすい健（検）診体制の検討等

取組を推進します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

健（検）診の実施 

健康診査等の実施により早期発

見、早期治療に努めるとともに、歯

と口の健康が全身の健康と深く関

わっていることについて周知を図

り、定期的な歯科健診の受診を促進

し、口腔ケアから生活習慣病の予防

につなげていきます。 

特定健診等

受診率 

58.06％＊ 

継続 
保険年金課 

健康推進課 

健康相談・保健相談・

栄養相談の実施 

健康相談・保健相談・栄養相談で

は、心身の健康に関する個別の相談

に応じ必要な指導及び助言を行っ

ています。 

132人 継続 健康推進課 

健康教室の実施 

健康教室では「自らの健康は自ら

が守る」という認識と自覚を高め、

正しい知識の普及を図っています。 

また、健康教室等を通じて糖尿病や

メタボリックシンドローム※、フレ

イル※の予防に関する学習の機会や

場を提供します。 

164人 継続 健康推進課 

高齢者健康教室の 

支援 

高齢者の健康づくりを支援する

ため、高齢者を対象としたスポー

ツ・レクリエーション活動や健康教

室を支援します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

ゲートキーパー※の 

養成及び命の大切さ

についての講演会 

相手のこころの不調のサインに

気付き、その人の話を聞き、受け止

め、専門機関等による相談等につな

ぐ役目を担うゲートキーパー※を養

成します。 

また、市民に対して命の尊さと自

殺対策について普及啓発を行うこ

とを目的に講演会を開催します。 

受講者 

22人 

市民向け 

講演会 

年１回 

実施中 

継続 健康推進課 

武蔵村山市自殺対策

計画の推進 

「武蔵村山市自殺対策計画」に基

づき、自殺対策を総合的かつ効果的

に推進します。 

策定中 実施 健康推進課 

＊ 国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療保険健康診査の受診者数のうち、65歳以上を抽出したものです。 
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第４節 高齢者の生活支援の充実 

 

⑴ サービスを提供する施設の整備 

高齢者が安心して暮らしていけるよう、サービスを提供する施設の整備やサービスの

質的向上を図り、高齢者の生活を支援します。 

 

ア 拠点施設 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

市民総合センター 

（保健福祉総合セン

ター） 

市民総合センターは、高齢者をは

じめ、障害のある人等に関する拠点

施設として、今後とも適切な管理・

運営に努め、施設の維持を図りま

す。 

１か所 １か所 
高齢福祉課 

障害福祉課 

地域包括支援センタ

ー※ 

地域包括支援センター※は、「日常

生活圏域」に１か所ずつを整備目標

とし、計４か所を整備しています。 

４か所 ４か所 高齢福祉課 
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イ 居宅サービス 

広域型の居宅サービス（指定権者は東京都になります。）については、計画期間中

のサービス量の確保に向け、施設の維持・確保を図ります。 

高齢者の在宅生活を支える訪問介護※（ホームヘルパー※）事業所については、現状

をベースとしつつ、後述する介護職員初任者研修の実施等により、人員の充実を目指

します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

訪問介護※ 

（ホームヘルパー※）

事業所 

 訪問介護※事業所は、高齢者の自

宅を訪問し身体介護や生活援助を

行うホームヘルパー※が所属する事

業所として、10か所が整備されてい

ます。 

今後もこれらの施設の維持・確保

を図ります。 

10か所 
10か所 

以上 
高齢福祉課 

通所介護※ 

（デイサービス） 

施設 

通所介護※施設は、８か所が整備

されています。 

今後もこれらの施設の維持を図

ります。 

８か所 

(265人分) 

８か所 

(265人分) 
高齢福祉課 

通所リハビリテーシ

ョン※施設 

通所リハビリテーション※施設

は、心身機能の回復、維持を目的と

する計画的な医学的管理の下の入

浴、食事等の介護や機能回復訓練等

のサービスを行う施設として、１か

所が整備されています。 

１か所 １か所 高齢福祉課 

訪問看護ステーショ

ン 

訪問看護ステーションは、病状が

安定期にある要介護高齢者等に主

治医との密接な連携に基づき、その

療養生活を支援する介護サービス

を提供する拠点として、民設民営に

より５か所、公設民営により１か所

の計６か所が整備されています。 

６か所 ６か所 高齢福祉課 

短期入所 

（ショートステイ） 

施設 

高齢者短期入所施設は、特別養護

老人ホーム（３か所）に 29床、老人

保健施設（１か所）に 15 床の計 44

床が整備されています。 

４か所 

（44床） 

４か所 

（44床） 
高齢福祉課 

軽費老人ホーム※ 

（ケアハウス） 

軽費老人ホーム※は、１か所（30人

分）整備されています。 

１か所 

（30 人分） 

１か所 

（30 人分） 
高齢福祉課 

有料老人ホーム 

有料老人ホームは、５か所（191人

分）が整備されています。新たな施

設の整備に当たっては、各種計画と

の整合を図りつつ、東京都と協議を

していきます。 

５か所 

(191 人分) 

５か所 

(191 人分) 
高齢福祉課 

サービス付き高齢者

向け住宅 

サービス付き高齢者向け住宅は、

３か所（94人分）が整備されていま

す。 

３か所 

（94 人分） 

３か所 

（94 人分） 
高齢福祉課 
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ウ 施設サービス（介護保険施設） 

広域型の施設サービス（指定権者は東京都になります。）については、計画期間中の

サービス量の確保に向け、施設の維持・確保を図ります。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

介護老人福祉施設※ 

（特別養護老人 

ホーム） 

介護老人福祉施設※は、３か所

（337人分）が整備されています。 
３か所 

（337 人分） 

３か所 

（337 人分） 
高齢福祉課 

介護老人保健施設※ 

介護老人保健施設※は、１か所

（148 人分）が整備されています。

新たな施設の整備については、今後

検討をしていきます。 

１か所 

（148 人分） 

１か所 

（148 人分） 
高齢福祉課 

介護療養型医療 

施設※ 

介護医療院※、介護療養型老人保

健施設等の新施設への転換期限で

ある令和５年度末を見据え、設置事

業者の意向把握に努めます。 

１か所 

（60人分） 

１か所 

（60人分） 
高齢福祉課 
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エ 地域密着型サービス※ 

地域密着型サービス※（指定権者は本市になります。）については、計画期間中のサー

ビス量の確保に向け、原則として総量規制を行わず、施設の維持・確保を図ります。 

未整備となっている施策・事業については、整備を目指します。特に地域包括ケアシ

ステムの構築に不可欠な定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設については東京都の

補助金を活用し、公募方式により整備に努めます。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

認知症対応型共同 

生活介護 

（グループホーム）※ 

施設 

認知症高齢者グループホームは、

西部エリアに１か所（１ユニット９

人分）、北部エリアに１か所（２ユ

ニット、18人分）、南部エリアに１

か所（２ユニット 18人分）が整備さ

れています。 

３か所 

（45人分） 

３か所 

（45人分） 
高齢福祉課 

認知症対応型通所介

護※（デイサービス） 

施設 

認知症高齢者専用の通所介護施

設は、１か所（36人分）が整備され

ています。今後も既存施設の維持を

図ります。 

１か所 

（36人分） 

１か所 

（36人分） 
高齢福祉課 

夜間対応型訪問介護

施設 

現在は、他市に整備されている施

設を広域的に活用していますが、単

身高齢者等の増加に対応するため

にも新規整備に努めます。 

未整備 整備 高齢福祉課 

小規模多機能型居宅

介護※施設 

小規模な住居型の施設で通いを

中心としながら訪問、短期間の宿泊

などを組み合わせて食事、入浴など

の介護や支援を行う施設で、北部エ

リアに１か所整備されています。今

後もこの施設の維持・確保を図りま

す（登録・通い・宿泊、各定員あり）。 

１か所 １か所 高齢福祉課 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護施設 

要介護高齢者の在宅生活を支え

るため、日中・夜間を通じて訪問介

護※と訪問看護※が密接に連携しな

がら定期的な巡回と随時の対応を

行うサービスの新規整備に努めま

す。 

未整備 

整備 

（都補助金

を活用した

公募方式に

よる。） 

高齢福祉課 

地域密着型介護老人

福祉施設※ 

（小規模特別養護老

人ホーム） 

定員 29 人以下の小規模な特別養

護老人ホームで西部エリアに１か

所（11人分）が整備されています。 

１か所 

(11人分) 

１か所 

(11人分) 
高齢福祉課 

地域密着型通所介護
※施設 

定員 18 人以下の小規模な通所介

護施設で７か所（108 人分）が整備

されています。今後も既存施設の維

持を図ります。 

７か所 

(108人分) 

７か所 

(108人分) 
高齢福祉課 

地域密着型特定施設 

定員 29 人以下の小規模な有料老

人ホーム等で、今後、新規整備の検

討を行います。 

 

未整備 検討 高齢福祉課 



 

 

‐58‐ 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

看護小規模多機能型

居宅介護施設 

小規模な住宅型施設への通い、宿

泊及び訪問（看護・介護）サービス

を柔軟に組み合わせて受けること

ができる施設です。今後、新規整備

の検討を行います。 

未整備 検討 高齢福祉課 

 

オ その他 

居宅介護支援※事業所（指定権者は本市になります。）については、介護支援専門員※

（ケアマネジャー）１人当たりのケアプラン※を提供できる利用者の人数が 35 人まで

に限定されていることから、現状をベースとしつつ、後述する介護支援専門員※（ケア

マネジャー）の確保等により、人員の充実を目指します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

居宅介護支援※事業

所 

 居宅介護支援※事業所は、各種介

護保険サービスを利用するに当た

りケアプラン※を作成するケアマネ

ジャーが所属する事業所で、８か所

が整備されています。 

８か所 
８か所 

以上 
高齢福祉課 

老人福祉センター 

（福祉会館、老人 

福祉館） 

本市では老人福祉センターとし

て、福祉会館（１か所）、老人福祉

館（６か所）が整備されており、今

後とも適切な管理・運営に努め、施

設の維持を図ります。 

７か所 ７か所 福祉総務課 
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⑵ 自立した生活を支援する在宅サービスの提供 

住み慣れた地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、支援が必要な高齢

者の自立生活や健康を支えるとともに、安否確認や見守りを兼ねたサービスを継続・充

実します。 

 

ア 各種在宅支援サービスの提供 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

生活支援ヘルパー 

疾病等により、一時的に日常生活

を営むのに支障がある高齢者に対

して、ヘルパーを派遣します。 

利用者 

１人 

派遣回数 

９回 

継続 高齢福祉課 

生活支援ショート 

ステイ 

基本的生活習慣が一時的に欠如

した高齢者又は虐待を受けている

高齢者に対して入所施設のベッド

を確保し、要介護状態又は要支援状

態への進行を予防するほか、高齢者

の権利利益を擁護します。 

３か所 

定員１人 

利用者 

４人 

利用日数 

380日 

継続 高齢福祉課 

食事サービス 

日常の買物、炊事等が困難な一人

暮らし等の高齢者を対象に、昼食の

配食サービスを実施します。 

配食数 

普通食 

11,418食 

ソフト食 

617食 

低カロリ

ー食 

965食 

継続 高齢福祉課 

移送サービス 

寝たきり又は車椅子等を使用し

なければ移動が困難な方のために

リフトカーを運行している事業で、

高齢化の進展に伴い年々利用者が

増加しています。今後も、介護保険

サービス等との連携を図りながら

事業を実施していきます。 

寝たきり

等高齢者

を対象に

実施中 

継続 障害福祉課 

友愛訪問 

一人暮らしの高齢者又は高齢者

のみで構成されている世帯の高齢

者を対象に、友愛訪問員が主に高齢

者の孤独感の解消を図るため家庭

を訪問します。 

友愛訪問

員 

１人 

訪問対象

高齢者 

１人 

継続 高齢福祉課 

日常生活用具給付 

65歳以上の高齢者で、日常生活用

具（入浴補助用具等６品目）を必要

とする方に、用具購入費の助成を行

います。 

助成件数 

２件 
継続 高齢福祉課 

自立支援住宅改修 

65歳以上の高齢者で、住宅改修を

必要とする方に住宅改修費の助成

を行います。 

 

助成件数 

13件 
継続 高齢福祉課 
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施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

福祉電話の貸与 

一人暮らし等の高齢者の孤独感

の解消、緊急連絡手段、コミュニケ

ーション手段の確保等を目的に実

施します。 

貸与・助

成件数 

199台 

継続 高齢福祉課 

救急（緊急）通報 

システム 

一人暮らし等の高齢者で、慢性疾

患があるなど身体上常時注意を要

する方を対象に、緊急時に民間のコ

ールセンターへ通報し、あらかじめ

組織された協力体制により速やか

に救護するシステムを提供します。 

利用者 

85人 
継続 高齢福祉課 

火災安全システム 

心身機能の低下に伴い火災発生

時に配慮が必要な一人暮らし等の

高齢者を対象に、住宅用防災機器等

を給付し、生活の安全の確保を図り

ます。 

火災警報

器助成・ 

専用通報

機貸与 

１世帯 

電磁調理

器助成 

１世帯 

継続 高齢福祉課 

老人保護措置 

（養護老人ホーム等） 

おおむね 65 歳以上で、環境上の

理由及び経済的理由により家庭で

の生活が困難な方を入所措置しま

す。 

措置人員 

４人 
継続 高齢福祉課 

徘徊高齢者等家族 

支援サービス 

要介護高齢者等で認知症等によ

り徘徊する方の同居家族を対象と

して、所在の分からなくなった徘徊

高齢者の早期発見及び保護を図る

ことで介護者を支援します。 

利用者 

３人 
継続 高齢福祉課 

高齢者等ごみ出し 

支援 

家庭内のごみを玄関から集積所

に運ぶことが困難な高齢者、障害者

等に代わって排出します。 

利用件数 

12,756件 
継続 高齢福祉課 
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イ 高齢者の安全と健康の確保 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

高齢者見守り相談室

事業 

一人暮らし等の高齢者の生活を

把握し、必要に応じて地域からの孤

立を防止し、緊急時の対応、相談に

応じた支援等を行うことによって

生活の安心を確保し、福祉の増進に

資することを目的に実施します。 

 

相談件数 

3,120件 
継続 高齢福祉課 

 

⑶ サービスを提供する人材の育成・確保とサービスの質の向上 

介護サービスを必要とする要介護認定者等が安定して質の高いサービスを継続して受

けられるよう、介護人材の育成、雇用の確保を促進します。 

 

ア 人材の育成と確保 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

介護支援専門員※ 

（ケアマネジャー）

の確保 

介護支援専門員※は、令和元年度

現在で既に 54 人が確保されていま

す。今後も事業所の介護支援専門員
※（ケアマネジャー）の確保を支援し

ます。 

実施中 充実 高齢福祉課 

介護職員初任者研修

運営支援の実施 

介護職員初任者研修運営支援は、

平成 28 年度から実施しており、介

護従事者の人材確保と介護サービ

スの質の向上を図るため、引き続き

介護職員初任者研修を実施する事

業者を支援します。 

実施中 充実 高齢福祉課 

市認定ヘルパーの 

養成 

市認定ヘルパーは、平成 29 年度

の事業開始以降、87人を養成してい

ます。今後も新たな介護人材の発

掘・確保のため、生活援助を行う市

認定ヘルパーを養成していきます。 

実施中 継続 高齢福祉課 
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イ サービスの質的向上 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

研修会の実施＊ 

ケアマネジメント※の中心となる

介護支援専門員※（ケアマネジャー）

及びサービス提供責任者を対象と

した資質向上を図るための研修会

や事例検討会を実施します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

事業所指導検査 

の実施＊ 

介護サービス事業所の事業運営

や利用者へのサービス提供が適正

に行われるよう事業者への実地指

導を実施します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

福祉サービス 

第三者評価助成 

事業の実施 

介護サービス事業所が行う第三

者評価に係る費用を助成し、その結

果を公表することでサービスの質

的向上を図ります。 

実施中 充実 高齢福祉課 

＊ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンライン開催、書面開催によるものを含みます。 
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第５節 安心して暮らせる環境の整備 

 

⑴ 生活の安定と居住環境等の整備 

高齢者を含め誰もが安心して住める公営住宅の適切な維持、管理に努めます。また、地

域や家庭との結び付きを重視し、高齢者向けの住宅に関する情報提供等を行います。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

高齢者向け住宅 

（シルバーハウジン

グ※） 

シルバーハウジング※は、都営村

山団地内に 45戸が整備されており、

今後もこれを維持していきます。 

３か所 

(計 45戸) 
継続 高齢福祉課 

住宅改修の支援 

住宅改修に関する相談・情報提供

や、住宅改修費に関する助言を行う

とともに、住宅改修費の支給の申請

に関する理由書を作成した場合の

経費を助成します。 

実施中 継続 高齢福祉課 
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⑵ 防犯・防災対策の推進 

防災・防犯意識の高揚と啓発に努めるとともに、避難行動要支援者支援制度について

は、避難行動要支援者名簿の作成・更新や、地域団体、福祉関係者等が連携して制度を

周知、普及し、地域が主体となった支援体制の整備を推進します。 

また、高齢者の交通安全に対する意識を高めるよう交通安全教育や啓発活動の充実を

図ります。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

地域の防犯対策支援 

地域での声かけ運動、プライバシ

ーに配慮した緊急連絡網の整備・活

用などにより地域の安全活動を支

援します。 

実施中 継続 防災安全課 

防犯・防災知識の 

普及 

高齢者が悪質商法等の被害に遭

わないよう、高齢者本人や家族、地

域住民に対して必要な情報を提供

するとともに、消費生活相談や日常

生活自立支援事業と連携を図りな

がら、防犯知識等の普及に努めま

す。 

また、災害時に備えて自分の身は

自分で守る防災知識の普及に努め

ます。 

実施中 継続 

防災安全課 

協働推進課 

高齢福祉課 

高齢者の交通安全 

対策の推進 

高齢者の交通安全の確保及び意

識の向上を図るため、高齢者向けの

交通安全教育、交通指導等につい

て、関係機関と連携しながら推進し

ます。 

実施中 継続 防災安全課 

福祉避難所※の指定 

要介護認定者や障害のある人の

ための福祉避難所※として、社会福

祉法人、医療法人等との災害協定を

進めます。 

実施中 継続 

防災安全課

福祉総務課 

高齢福祉課 

障害福祉課 

避難行動要支援者の

支援体制の構築等 

災害発生時に避難誘導等支援を

必要とする高齢者等の把握に努め

るとともに、災害情報や避難所開設

情報などを円滑に伝達できるよう、

関係部署との連携を図りながら、支

援体制の構築を図ります。 

また、支援体制が円滑に機能する

よう、地図情報と連携したシステム

の運用を進めます。 

実施中 継続 福祉総務課 

避難行動要支援者名

簿及び個別計画書の

作成 

高齢者等の災害時の円滑で安全

な避難支援のために災害対策基本

法に基づき、避難行動要支援者名簿

及び個別計画書の作成を行います。 

実施中 継続 福祉総務課 
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第６節 認知症対策の充実 

 

⑴  認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

令和元年６月に国が作成した認知症施策推進大綱では、認知症の発症を遅らせ、認知

症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点

を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進することとされました。     

本市ではそれを踏まえ認知症総合支援事業を実施し、認知症施策の推進を図ります。 

認知症は誰もがなり得るものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含め、

多くの人にとって身近なものとなっていることから、認知症の人や家族の視点の重視を

図ります。 

また、運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加による社会

的孤立の解消や役割の保持等が、認知症予防に資する可能性が示唆されていることを踏

まえ、通いの場における多様な活動の推進など、予防に関する知識の普及とともに、正し

い知識と理解に基づいた認知症への「備え」としての取組に重点を置き事業を推進しま

す。 

さらに、認知症の人が地域で自立した日常生活を送るための支援のほか、教育、地域づ

くり、雇用その他の認知症に関連する施策や関係機関と連携して各取組を実施します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

認知症に対する正し

い知識と対応方法の

普及啓発 

認知症に対する正しい知識に基

づく適切な支援を行うことにより、

症状の緩和やその人らしい生活の

継続が可能です。 

広く市民を対象に、認知症やその

予防に関する知識の普及・啓発を進

め、本人・家族に対する理解、気付

き、地域の支え合いを進めます。認

知症サポーター養成講座を引き続

き実施し、サポーターの活動支援に

よる地域での支え合いの体制づく

りを進めます。 

実施中 充実 高齢福祉課 

認知症ケアパス※の 

作成・普及 

認知症の進行状況に合わせて、い

つ、どこで、どのような医療・介護

サービスを受ければよいかを標準

的に示す認知症ケアパス※を作成し

普及を進めます。 

実施中 継続 高齢福祉課 

医療・介護・福祉・行

政の連携による認知

症への取組の推進 

認知症サポート医やかかりつけ

医、地域包括支援センター※、市、保

健所など、認知症高齢者及び家族に

係る関係機関の連携を強化してい

きます。 

実施中 充実 高齢福祉課 
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施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

介護者の集いの場や

認知症カフェの推進 

地域包括支援センター※での介護

者の集いの場や地域における認知

症カフェの開催等、認知症高齢者や

家族に対する支援を推進します。 

実施中 充実 高齢福祉課 

認知症講演会 

市民を対象に認知症に関する基

礎知識、接し方、予防方法等につい

ての講演会を行います。 

定員数 

55人 

参加数 

35人 

継続 高齢福祉課 

認知症サポーター 

養成講座 

認知症に対する正しい知識と具

体的な対応方法を伝え、地域、職域、

学校で活動していくボランティア

を養成しています。 

養成数 

587人 
継続 高齢福祉課 

チームオレンジの 

構築 

認知症サポーターの養成に加え、

希望者に対してステップアップ講

座を行い、その修了者が中心となっ

て認知症の人やその家族の支援ニ

ーズに合った具体的な支援につな

げる仕組みである「チームオレン

ジ」を構築します。 

未実施 構築 高齢福祉課 

認知症チェック 

市ホームページにおいて、自身の

認知機能の低下を確認できるチェ

ック表を掲載しています。 

実施中 継続 高齢福祉課 

認知症高齢者への 

サービス提供体制の

整備 

認知症高齢者が、尊厳を保ちなが

ら穏やかな生活を送ることができ

るよう、認知症疾患医療センターを

活用するとともに、主治医との連携

による早期発見・早期治療の体制の

整備を推進します。 

実施中 充実 高齢福祉課 

認知症高齢者個人 

賠償責任保険制度 

認知症の症状のある方が事故等

を起こして法律上の損害賠償責任

を負った場合に備えて、個人賠償責

任保険に加入する制度の導入を検

討します。 

未実施 検討 高齢福祉課 
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⑵ 認知症サポート体制の充実 

初期の段階で医療と介護との連携の下に認知症の人や家族に対して個別の訪問を行い、

適切な支援を行うなど、認知症を早期発見・診断・対応していくため、認知症初期集中支

援チーム※の体制を強化します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

認知症初期集中支援

事業の推進 

認知症高齢者やその家族に早期

に関わる認知症初期集中支援チー

ム※による早期診断・早期対応に向

けた支援を推進します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

 

⑶ 権利擁護の推進 

高齢者虐待をはじめとした高齢者の人権や様々な権利が阻害されることのないよう、

権利擁護の取組を進めていきます。また、今後増加すると見込まれる認知症高齢者につ

いても、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援の充実を図っていきます。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

成年後見制度※利用

支援事業 

低所得の高齢者の成年後見制度※

の申立てに要する経費や成年後見

人等の報酬の助成を行います。 

実施中 継続 福祉総務課 

権利擁護支援の促進 

知的障害者、精神障害者、身体障

害者、認知症高齢者、要支援・要介

護認定者が地域で安心して生活を

送れるよう福祉サービスの利用の

援助や日常的な金銭管理等を行う

「地域福祉権利擁護事業」の周知と

利用促進を図ります。 

実施中 継続 福祉総務課 
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第７節 介護サービスの充実         

 

⑴ 介護保険サービス基盤の整備 

ア 居宅サービス 

在宅での介護を中心としたサービスが居宅サービスです。居宅サービスには、訪問介

護※、訪問入浴介護※、訪問看護※、訪問リハビリテーション※、居宅療養管理指導、通

所介護※、通所リハビリテーション※、短期入所生活介護※、短期入所療養介護※、特定

施設入居者生活介護※、福祉用具※貸与及び特定福祉用具※購入費の支給があり、これら

とは別に住宅改修費の支給制度もあります。 

居宅サービスは、居宅療養管理指導などの一部のサービスを除き、要介護度ごとに１

か月当たりの利用限度額が決められています。サービス利用者は、介護支援専門員※（ケ

アマネジャー）等と相談しながら、ケアプラン※（居宅サービス計画）を作成し、ケア

プラン※に従ってサービスを利用し、費用の１～３割をサービス事業者に支払います。 

 

（ア）訪問介護※（ホームヘルプサービス） 

〔サービスの内容〕 

介護福祉士※又はホームヘルパー※が家庭を訪問して、要介護者に、入浴・排せつ・

食事等の介護その他の必要な日常生活上の世話を行います。 

 

訪問介護
※
の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 6,139 5,671 5,818 6,378 6,889 7,118 8,792 

人数(人/月) 348 346 355 388 418 435 534 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供事業者の確保に努めます。 
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（イ）訪問入浴介護※・介護予防訪問入浴介護※ 

〔サービスの内容〕 

看護師やホームヘルパー※が移動入浴車等で各家庭を訪問し、浴槽を家庭に持ち込ん

で入浴の介護を行い、要介護者（要支援者）の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を

図ります。 

 

訪問入浴介護
※
の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 213 176 187 206 226 223 292 

人数(人/月) 44 41 47 52 57 56 73 

 

介護予防訪問入浴介護
※
の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 9 8 8 8 8 8 16 

人数(人/月) 1 1 1 1 1 1 2 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供事業者の確保に努めます。 
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（ウ）訪問看護※・介護予防訪問看護※ 

〔サービスの内容〕 

病状が安定期にある要介護者（要支援者）について、訪問看護ステーションや病院、

診療所の看護師が家庭を訪問して必要な療養上の世話や診療の補助を行います。 

サービスの提供に当たっては主治医との密接な連携に基づき、利用者の療養生活を

支援し、心身機能の維持回復を図ります。 

 

訪問看護
※
の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 1,726 1,897 2,049 2,226 2,397 2,468 3,090 

人数(人/月) 248 265 294 319 343 355 442 

 

介護予防訪問看護
※
の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 299 331 341 356 367 392 444 

人数(人/月) 55 60 67 70 72 77 87 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供事業者の確保に努めます。 
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（エ）訪問リハビリテーション※・介護予防訪問リハビリテーション※ 

〔サービスの内容〕 

病院、診療所の理学療法士、作業療法士が家庭を訪問して、要介護者（要支援者）

の心身機能の維持回復を図るとともに、日常生活の自立を助けるための理学療法、作

業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 

 

訪問リハビリテーション
※
の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 480 523 552 606 660 656 841 

人数(人/月) 41 44 51 56 61 61 78 

 

介護予防訪問リハビリテーション
※
の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 208 207 227 244 255 272 304 

人数(人/月) 20 21 24 26 27 29 32 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供事業者の確保に努めます。 
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（オ）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

〔サービスの内容〕 

通院が困難な要介護者（要支援者）について、医療職が家庭を訪問し、心身の状

況、置かれている環境等を把握して療養上の管理や指導を行います。 

 

居宅療養管理指導の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 346 373 419 455 494 506 635 

 

介護予防居宅療養管理指導の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 48 52 54 57 60 64 72 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、医療機関等との連携を図ります。 

 

 

（カ）通所介護※（デイサービス） 

〔サービスの内容〕 

施設への通所により、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機

能訓練を行います。利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立感の解消や家族の

身体的・精神的負担の軽減も図ります。 

 

通所介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 4,778 4,373 4,491 4,787 5,075 5,288 6,444 

人数(人/月) 477 431 436 464 491 513 625 

 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 
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（キ）通所リハビリテーション※・介護予防通所リハビリテーション※ 

〔サービスの内容〕 

介護老人保健施設※や病院、診療所への通所により、心身機能の維持回復を図り、

日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション

を行います。 

 

通所リハビリテーション※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 1,100 997 1,094 1,177 1,270 1,309 1,619 

人数(人/月) 159 148 154 166 179 185 228 

 

介護予防通所リハビリテーション※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 19 30 35 37 38 41 45 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 
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（ク）短期入所生活介護※・介護予防短期入所生活介護※ 

〔サービスの内容〕 

介護老人福祉施設※（特別養護老人ホーム）などに短期間入所し、当該施設におい

て入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を受けるサービスです。 

 

短期入所生活介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 1,131 950 1,024 1,138 1,247 1,250 1,567 

人数(人/月) 135 91 94 104 114 115 143 

  

介護予防短期入所生活介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 17 6 6 6 6 6 13 

人数(人/月) 3 1 1 1 1 1 2 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 
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（ケ）短期入所療養介護※・介護予防短期入所療養介護※ 

〔サービスの内容〕 

介護老人保健施設※、介護療養型医療施設※に短期間入所し、当該施設において、看

護・医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話を

受けるサービスです。 

 

短期入所療養介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 92 80 93 102 112 102 139 

人数(人/月) 14 10 11 12 13 12 17 

 

介護予防短期入所療養介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 0 0 0 0 0 0 0 

人数(人/月) 0 0 0 0 0 0 0 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 
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（コ）特定施設入居者生活介護※・介護予防特定施設入居者生活介護※ 

〔サービスの内容〕 

介護保険法に基づく指定を受けた有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム※（ケア

ハウス）等に入居している要介護者（要支援者）について、ケアプラン※（特定施設サ

ービス計画）に基づき入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓

練及び療養上の世話を行うサービスです。 

 

特定施設入居者生活介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 90 100 117 123 130 141 173 

 

介護予防特定施設入居者生活介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 20 16 16 16 17 18 20 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 
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（サ）福祉用具※貸与・介護予防福祉用具※貸与 

〔サービスの内容〕 

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活の便宜

を図るための福祉用具※や機能訓練のための福祉用具※を要介護者（要支援者）に貸与

します。 

 

福祉用具※貸与の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 701 720 774 841 910 940 1,165 

 

介護予防福祉用具※貸与の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 264 302 338 362 385 408 455 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供事業者の確保に努めます。 
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（シ）特定福祉用具※・特定介護予防福祉用具※購入費の支給 

〔サービスの内容〕 

要介護者（要支援者）の日常生活の便宜を図るため、入浴や排せつ等に用いる福祉

用具※の購入費を支給します。 

 

特定福祉用具
※
購入費支給の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 15 15 16 19 19 20 25 

 

介護予防特定福祉用具
※
購入費支給の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 6 6 6 6 6 6 7 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供事業者の確保に努めます。 
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（ス）居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修費の支給 

〔サービスの内容〕 

在宅の要介護者（要支援者）が、手すりの取付けや段差の解消等を行ったときに、改

修費を支給します。 

 

居宅介護住宅改修費支給の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 11 11 11 13 13 13 17 

 

介護予防住宅改修費支給の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 7 7 8 8 8 10 10 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供事業者の確保に努めます。 
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（セ）居宅介護支援※・介護予防支援（ケアプラン※作成） 

〔サービスの内容〕 

要介護者（要支援者）の居宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、要介護者

（要支援者）の心身の状況、置かれている環境、意向等を勘案して、介護支援専門員※

（ケアマネジャー）が、ケアプラン※（居宅サービス計画）の作成や当該計画に基づく

居宅サービスの提供が確保されるための事業者との連絡調整、要介護者（要支援者）が

介護保険施設に入所を希望する場合における施設への紹介、その他のサービスの提供

を行います。 

 

居宅介護支援※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 1,093 1,095 1,123 1,192 1,276 1,329 1,632 

 

介護予防支援の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 324 366 405 428 454 481 537 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

介護支援専門員※（ケアマネジャー）や居宅介護支援※事業者の確保に努めます。 
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イ 施設サービス 

施設サービスは、次に掲げる３種類の施設で提供されています。 

 

（ア）介護老人福祉施設※（特別養護老人ホーム） 

〔サービスの内容〕 

常時介護が必要で、家庭での生活が困難な場合に入所する施設で、要介護者に、入

浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理及び療養

上の世話を行います。 

 

介護老人福祉施設※（特別養護老人ホーム）の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 307 330 330 330 330 378 489 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、既存の施設の維持・確保を図りつつ、広域的な

取組により対応していきます。 

 

 

（イ）介護老人保健施設※ 

〔サービスの内容〕 

病状が安定し、リハビリテーションを中心とする医療的ケアと介護を必要とする場

合に入所する施設で、要介護者に、看護、医学的管理下での介護、機能訓練その他必

要な医療及び日常生活上の世話を行います。 

 

介護老人保健施設※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 183 190 192 192 192 247 316 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、既存の施設の維持・確保を図りつつ、広域的な取

組により対応していきます。 
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（ウ）介護療養型医療施設※ 

〔サービスの内容〕 

比較的長期にわたって療養を必要とする場合に入院する施設で、要介護者に、療養

上の管理、看護、医学的管理下での介護等の世話及び機能訓練等の必要な医療を行い

ます。 

医療と介護の連携の下に「社会的入院」を減らすことが長年課題とされ、平成 18

年からの「医療制度改革」の一環として平成 29年度末までの廃止が決定されていま

したが、新施設（「介護医療院※」や「介護療養型老人保健施設」など）に転換又は廃

止するための準備期間が６年間（令和５年度末まで）延長されました。 

 

介護療養型医療施設※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 21 20 20 20 20 ― ― 

 

介護医療院※（介護療養型老人保健施設等を含む）の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 0 0 0 0 0 26 34 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、既存の施設の維持・確保を図りつつ、設置事業者

の意向把握に努めるとともに、広域的な取組により対応していきます。 
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ウ 地域密着型サービス※ 

住み慣れた地域で住み続けることができるよう身近な生活圏内において提供される、

地域に密着したサービスで、具体的なサービスの種類は次のとおりです。このうち「地

域密着型」特定施設及び介護老人福祉施設※（特別養護老人ホーム）といった施設につ

いては、定員が 29人以下と小規模なものとなっています。 

 

（ア）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

〔サービスの内容〕 

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じ

て、訪問介護※と訪問看護※が密接に連携しながら、短時間の定期巡回と随時の対応を

行うサービスです。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 2 2 2 3 3 3 4 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

24 時間サービスの確保に向け、公募などによりサービス提供事業者の確保に努めま

す。 

 

 

（イ）夜間対応型訪問介護 

〔サービスの内容〕 

夜間等の時間帯に、定期的な巡回又は緊急時等における訪問介護※を提供するサービ

スです。 

 

夜間対応型訪問介護の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 0 0 0 0 0 0 0 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、近隣市町との連携を図り、サービス提供事業者の

確保に努めます。 
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（ウ）認知症対応型通所介護※・介護予防認知症対応型通所介護※ 

〔サービスの内容〕 

認知症の人を対象に通所介護※サービスを提供します。 

 

認知症対応型通所介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 775 801 832 917 982 1,023 1,261 

人数(人/月) 65 73 78 86 92 96 118 

 

介護予防認知症対応型通所介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 0 0 0 0 0 0 0 

人数(人/月) 0 0 0 0 0 0 0 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 
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（エ）小規模多機能型居宅介護※・介護予防小規模多機能型居宅介護※ 

〔サービスの内容〕 

「通い」を中心に、利用者の状況に応じて、訪問や宿泊を組み合わせた介護サービ

スを提供します。 

 

小規模多機能型居宅介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 15 19 22 24 27 27 33 

 

介護予防小規模多機能型居宅介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 0 0 1 1 1 1 1 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 
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（オ）認知症対応型共同生活介護※・介護予防認知症対応型共同生活介護※ 

（グループホーム） 

〔サービスの内容〕 

認知症の状態にある要介護者（要支援者）について、共同生活を営むべき住居にお

いて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を受ける

サービスです。 

 

認知症対応型共同生活介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 43 57 65 68 68 70 78 

 

介護予防認知症対応型共同生活介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 0 0 0 0 0 0 0 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 

 

 

（カ）地域密着型特定施設入居者生活介護 

〔サービスの内容〕 

定員 29人以下の介護専用の有料老人ホーム等で、ケアプラン※（特定施設サービス

計画）に基づき入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及

び療養上の世話を行います。 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 0 0 0 0 0 0 0 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

先進自治体やモデル自治体等の情報収集に努め、地域包括支援センター※やサービ

ス提供事業所間の連携を図りながら地域ケア会議※等で検討していきます。 
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（キ）地域密着型介護老人福祉施設※入所者生活介護 

〔サービスの内容〕 

定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設※（特別養護老人ホーム）で、入浴・排

せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理及び療養上の世

話を行います。 

 

地域密着型介護老人福祉施設※入所者生活介護の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 8 9 10 11 11 11 12 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 

 

 

（ク）地域密着型通所介護※ 

〔サービスの内容〕 

定員 18人以下の小規模な通所介護施設で、通所介護※サービスを提供します。 

 

地域密着型通所介護※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

回数(回/月) 1,709 1,558 1,764 2,140 2,296 2,371 2,914 

人数(人/月) 198 186 187 225 241 250 306 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 
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（ケ）看護小規模多機能型居宅介護 

〔サービスの内容〕 

小規模多機能型居宅介護※と訪問看護※など、複数の居宅サービスや地域密着型サー

ビス※を組み合わせて提供するサービスが看護小規模多機能型居宅介護です。利用者

は、ニーズに応じて柔軟に医療ニーズに対応した小規模多機能型サービスなどの提供

を受けやすくなります。また、サービス提供事業者にとっても、柔軟な人員配置が可

能になり、ケア体制が構築しやすくなります。 

 

看護小規模多機能型居宅介護の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 0 0 0 0 0 0 0 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

先進自治体やモデル自治体等の情報収集に努め、地域包括支援センター※やサービ

ス提供事業所間の連携を図りながら地域ケア会議※等で検討していきます。 

また、サービス利用者やサービス提供事業所へ情報提供を行い、看護小規模多機能

型居宅介護サービスによるメリットなどを伝えていきます。 
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エ 地域支援事業※ 

「介護予防・日常生活支援総合事業」には、要支援者、介護予防・生活支援サービス

事業対象者（基本チェックリスト※を用いた簡易な形で要支援者に相当する状態等と判

断された者）を対象とした「介護予防・生活支援サービス事業」と、全ての高齢者を対

象とした「一般介護予防事業※」があります。 

 

（ア）介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者等に対して、従来の専門的なサービスに加え住民、ＮＰＯ法人等の多様な

主体によるサービス等を提供することにより、介護予防を推進し、地域での自立した

生活の支援へつなげます。 

ａ 訪問型サービス 

ホームヘルパー※等が家庭を訪問して、要支援者等に、掃除、洗濯等の日常生活上

の支援を行います。なお、旧介護予防訪問介護相当サービスは既存の訪問介護事業所

による身体介護・生活援助のサービスを、訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサ

ービス）はシルバー人材センター等による掃除・洗濯等の生活支援サービスを提供し

ます。 

 

旧介護予防訪問介護相当サービスの実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 172 171 175 176 176 177 181 

 

訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 29 29 29 30 30 30 31 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供事業所の確保に努めます。 
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ｂ 通所型サービス 

施設への通所により、要支援者等に対し入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常

生活上の世話や機能訓練を行います。利用者の心身機能の維持とともに、社会的孤立

感の解消や家族の身体的・精神的負担の軽減も図ります。 

 

旧介護予防通所介護相当サービスの実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 345 343 351 352 353 355 363 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

必要なサービス量の実施に向けて、サービス提供施設の確保に努めます。 

 

ｃ 介護予防ケアマネジメント※ 

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供され自立支援につなが

るよう地域包括支援センター※がケアマネジメント※を行います。 

 

介護予防ケアマネジメント※の実績と見込み 

区分 

実績 見込み 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

7 年度 

令和 

22 年度 

人数(人/月) 291 268 296 297 298 300 307 

 

〔サービス量の確保のための方策〕 

地域包括支援センター※の職員確保に努めます。 
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（イ）一般介護予防事業※ 

介護予防活動の普及啓発を図るとともに、高齢者が生きがいや役割をもって過ごせ

る居場所づくりを進めます。 

 

ａ 介護予防普及啓発事業 

介護予防に関する知識を普及啓発するため、パンフレットの配布や介護予防教室を

実施します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

脳のパワーアップ 

教室【再掲】 

簡単な「読み書き」、「計算」等

を行って認知機能の低下を防ぐ教

室を開催することにより、認知機能

の維持・向上を図ることを目的とし

ています。 

定員数 

60人 

延べ参加数 

557人 

継続 高齢福祉課 

介護予防健康 

太極拳教室 

【再掲】 

深い呼吸法に合わせて体を動か

すことで、心身のバランス感覚を養

い、転倒予防につながることを目的

としています。 

定員数 

48人 

延べ参加数 

404人 

継続 高齢福祉課 

膝痛予防教室 

【再掲】 

家庭でできる、膝の痛みを軽減さ

せる運動方法を習得し、仲間づくり

を推進することで、膝の痛みが要因

で起こる閉じこもりを防ぐことを

目的としています。 

定員数 

48人 

延べ参加数 

406人 

継続 高齢福祉課 

筋力アップ教室 

【再掲】 

マシントレーニングとストレッ

チを組み合わせた筋力向上トレー

ニングを通じて身体機能の維持・向

上を図ります。 

定員数 

128人 

延べ参加数 

1,379人 

継続 高齢福祉課 

お口と食の健康 

教室【再掲】 

適切な口腔ケアを行い、口腔衛生

状態や摂食嚥下※機能を改善する方

法や低栄養を予防する食事等につ

いて学び、高齢者の心身機能の維

持・向上を図ります。 

定員数 

32人 

延べ参加数 

49人 

継続 高齢福祉課 

輝く高齢者介護 

予防講座【再掲】 

運動機能向上、栄養改善、口腔機

能向上及び認知機能低下の予防の

取組を通して、閉じこもり予防及び

仲間づくりを目的としています。 

定員数 

24人 

延べ参加数 

315人 

継続 高齢福祉課 

介護予防通信 

【再掲】 

介護予防活動の普及・啓発のた

め、介護予防に役立つ情報を紹介す

る「介護予防通信」を配布します。 

実施中 継続 高齢福祉課 
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ｂ 地域介護予防活動支援事業 

住民主体の通いの場等の活動を支援し、高齢者の社会参加や地域組織活動の育成等

を推進します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

ボランティア活動 

の支援【再掲】 

高齢者がボランティア活動を通

じて社会参加、地域貢献を行うとと

もに、自身の健康増進を図ることを

目的とする「介護支援ボランティア

事業※」を引き続き実施します。 

実施中 充実 
高齢福祉課 

協働推進課 

介護予防リーダ

ー・お互いさま 

リーダーの養成 

【再掲】 

地域の高齢者のために介護予防

を目的とした取組を行う自主グル

ープや市が推進する「お互いさまサ

ロン」の活動を担っていける方を養

成する講座を行います。 

養成数 

149人 
継続 高齢福祉課 

地域介護予防活動 

支援補助金【再掲】 

高齢者の社会的孤立の解消、心身

の健康保持及び要介護状態の予防

並びに地域の支え合いの体制整備

を推進し、高齢者の地域における自

立した日常生活を支援するため、高

齢者に通いの場を提供する住民主

体の自主的な活動を行う団体に対

し、補助金を交付します。 

交付件数 

30団体 
継続 高齢福祉課 

地域包括ケアボラ

ンティア活動団体

支援事業【再掲】 

高齢者に通いの場を提供する住

民主体の自主的な活動を地域包括

ケアボランティア活動として位置

付け、その団体活動を支援するため

に、交付金を交付します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

 

ｃ 地域リハビリテーション活動支援事業 

リハビリテーション専門職が、住民主体の通いの場等に参加し介護予防の取組につ

いて助言及び指導を行います。 

 

 

  

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

地域リハビリテー

ション活動支援 

事業 

体操や脳トレ等の様々な講座や

レクリエーションを行う高齢者向

けサロンにリハビリ専門職を派遣

し、体操の指導等を行います。 

実施中 継続 高齢福祉課 
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（ウ）包括的支援事業 

高齢者の地域での生活を支えるため、地域包括支援センターの運営、多職種連携の

ネットワークの構築、在宅医療・介護の連携の強化、認知症施策の推進及び生活支援

サービス体制の整備を推進します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

地域包括支援セン

ター※の運営 

既存の包括的支援事業（①介護予

防マネジメント業務、②総合相談支

援業務、③権利擁護業務、④包括的・

継続的マネジメント支援業務）に加

え、地域ケア会議※を充実して、制

度横断的な連携ネットワークを強

化して実施していきます。 

４か所 ４か所 高齢福祉課 

保健・医療・福祉

のネットワークの

充実【再掲】 

地域包括支援センター※が主体と

なり、地域ケア会議※を開催し、行

政、医療機関、保健所、サービス提

供機関による保健・医療・福祉のネ

ットワークづくりを進めます。 

また、保健・医療・福祉の関係者

が連携して在宅医療を支援する環

境づくりを推進するために、多職種

による在宅医療・介護連携推進協議

会において課題の把握及び解決策

の検討を行います。 

実施中 継続 高齢福祉課 

生活支援サービス

体制の整備 

【再掲】 

地域のニーズを掘り起こし、既存

の地域資源や人材とマッチングさ

せる役割を担い、サービスの開発等

をコーディネートする目的で地域

包括支援センター※に配置された生

活支援コーディネーター※（地域支

え合い推進員）が、高齢者の生活支

援・介護予防サービスの提供体制の

充実を図り、住民主体の生活支援、

移動支援等の体制整備を行います。  

また、各圏域のコーディネーター

と生活支援・介護予防サービスの提

供主体等が参画し、情報共有及び連

携強化の場となる「協議体※」を開

催します。 

実施中 充実 高齢福祉課 

認知症初期集中支

援事業の推進 

【再掲】 

認知症高齢者やその家族に早期

に関わる認知症初期集中支援チー

ム※による早期診断・早期対応に向

けた支援を推進します。 

実施中 継続 高齢福祉課 
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施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

認知症ケアパス※

の作成・普及 

【再掲】 

認知症の進行状況に合わせて、い

つ、どこで、どのような医療・介護

サービスを受ければよいかを標準

的に示す認知症ケアパス※を作成し

普及を進めます。 

実施中 継続 高齢福祉課 

介護者の集いの場

や認知症カフェの

推進【再掲】 

地域包括支援センター※での介護

者の集いの場や地域における認知

症カフェの開催等、認知症高齢者や

家族に対する支援を推進します。 

実施中 充実 高齢福祉課 

 

（エ）任意事業 

本市の実情に応じ、介護給付適正化事業、認知症高齢者見守り事業、家族介護支援

事業及び住宅改修支援事業を実施します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

介護給付等費用の

適正化 

真に必要な介護サービス以外の

不要なサービスが提供されていな

いかどうかの検証、制度の趣旨や良

質な事業展開のために必要な情報

の提供、連絡協議会の開催等による

利用者に適切なサービスを提供で

きる環境の整備を図るとともに、介

護給付費の適正化を図ります。 

実施中 継続 高齢福祉課 

認知症高齢者の 

見守り 

地域における認知症高齢者の見

守り体制を構築するため、認知症に

関する広報・啓発活動、徘徊高齢者

を早期発見できる仕組みの構築・運

用、認知症高齢者に関する知識のあ

るボランティア等による見守りの

ための訪問などを行います。 

実施中 継続 高齢福祉課 

おむつ給付 

在宅の高齢者等に対し、おむつを

給付し、介護者の負担軽減を図りま

す。 

実施中 継続 高齢福祉課 

家族介護慰労金 

要介護者を介護する家族に対し、

慰労金を支給することによって、介

護する家族の身体的、精神的及び経

済的負担の軽減並びに要介護者の

在宅生活の向上を図ります。 

実施中 継続 高齢福祉課 

住宅改修の支援 

【再掲】 

住宅改修に関する相談・情報提供

や、住宅改修費に関する助言を行う

とともに、住宅改修費の支給の申請

に関する理由書を作成した場合の

経費を助成します。 

実施中 継続 高齢福祉課 
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⑵ サービスの質の向上 

要介護認定や介護給付費の適正化に向けた取組を実施するとともに、利用者に対して

適切にサービスが提供されるよう、地域密着型サービス※事業者等に対し、実地指導を定

期的に行いサービスの質の向上を図ります。さらに、介護予防・生活支援サービス事業者

に対しても適切に指導していきます。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

研修会の実施＊ 

【再掲】 

ケアマネジメント※の中心となる

介護支援専門員※（ケアマネジャー）

及びサービス提供責任者を対象と

した資質向上を図るための研修会

や事例検討会を実施します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

事業所指導検査 

の実施＊ 

【再掲】 

介護サービス事業所の事業運営

や利用者へのサービス提供が適正

に行われるよう事業者への実地指

導を実施します。 

実施中 継続 高齢福祉課 

福祉サービス 

第三者評価助成 

事業の実施【再掲】 

介護サービス事業所が行う第三

者評価に係る費用を助成し、その結

果を公表することでサービスの質

的向上を図ります。 

実施中 充実 高齢福祉課 

 ＊ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンライン開催、書面開催によるものを含みます。 
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⑶ 介護給付の適正化 

高齢者やその家族が介護保険制度に対する理解や認識を深めることは、サービスの円

滑な利用や介護保険の安定的な運営の基本となります。介護保険法において、今期の市

町村介護保険事業計画の中に、介護給付適正化に関しての取組施策と目標を定めること

とされています。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

要介護認定の 

適正化 

調査項目の選択率や審査判定の

傾向・特徴を把握し、その要因につ

いて分析を行い、認定調査員間の平

準化、合議体間の平準化及び東京

都・全国と比べたばらつきの解消を

図ります。 

実施中 継続 高齢福祉課 

ケアプラン※点検 

事業所指導検査時のケアプラン※

点検に加え、ガイドラインを活用し

たケアプラン※点検を実施し、管内

の介護支援専門員※（ケアマネジャ

ー）と自立支援に資するケアマネジ

メント※の考え方の共有を図りま

す。また、ケアプラン※点検の効果

を検証し点検方法の改善に努めま

す。 

実施中 継続 高齢福祉課 

住宅改修・福祉 

用具点検 

利用者の身体状況等を踏まえた

適切な住宅改修や福祉用具※の利用

となるよう事業者に対する普及啓

発や、申請内容の精査により、確認

を要する案件を選定し、効果的な訪

問調査となるよう検討します。 

福祉用具※貸与における貸与価格

や、軽度の要介護者の利用について

適正化を図ります。 

実施中 継続 高齢福祉課 

縦覧点検・医療 

情報との突合 

受給者ごとに複数月にわたる介

護報酬の支払状況を確認する（縦覧

点検）とともに、医療保険の医療情

報と介護保険の給付状況を突合し

（突合点検）、給付費の適正化を図

ります。 

実施中 継続 高齢福祉課 

介護給付費通知 

受給者が利用した介護サービス

に係る給付費について、分かりやす

く、かつ、効果的な介護給付費通知

を送付し、適正なサービス利用の意

識啓発を図ります。 

実施中 継続 高齢福祉課 

給付実績の活用 
給付実績について、効率的・効果

的な活用を図ります。 
実施中 継続 高齢福祉課 
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⑷ 情報提供・相談体制の充実 

地域包括支援センター※を中心として、介護に関する身近な相談窓口の強化や援助を図

る体制、制度の分かりやすい周知を進めます。 

また、各種行事や出前講座※などの機会を積極的に活用し、分かりやすい情報提供を行

います。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

地域の組織や団体

への情報提供 

出前講座※などを活用し、地域で

活動する組織や団体等への情報提

供を行います。 

実施中 継続 高齢福祉課 

 

⑸ 低所得者対策の推進 

低所得者の方の負担を軽減するために、保険料多段階設定、公費負担による保険料の

軽減や、利用者負担においては、国や東京都の特別対策に基づき、生計困難者に対する負

担額の軽減を図り、利用者負担額の一部を軽減する制度を実施しています。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

生計困難者に対す

る負担額の軽減 

低所得者で生計が特に困難であ

る方に対し、介護サービスを受ける

際の利用者負担額の一部を軽減し

ます。 

実施中 継続 高齢福祉課 

低所得者への保険

料軽減 

所得段階区分が第１段階から第

３段階までの方を対象に、公費負担

による保険料の軽減を行います。 

実施中 継続 高齢福祉課 
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⑹ 介護に取り組む家族等への支援 

家族介護者の身体的・経済的・精神的な負担を軽減するための支援を充実します。 

 

施策・事業名 施策・事業内容 現状 
令和 

3～5年度 
事業課 

おむつ給付 

【再掲】 

在宅の高齢者等に対し、おむつを

給付し、介護者の負担軽減を図りま

す。 

実施中 継続 高齢福祉課 

家族介護慰労金 

【再掲】 

要介護者を介護する家族に対し、

慰労金を支給することによって、介

護する家族の身体的、精神的及び経

済的負担の軽減並びに要介護者の

在宅生活の向上を図ります。 

実施中 継続 高齢福祉課 

認知症ケアパス※

の作成・普及【再

掲】 

認知症の進行状況に合わせて、い

つ、どこで、どのような医療・介護

サービスを受ければよいかを標準

的に示す認知症ケアパス※を作成し

普及を進めます。 

実施中 継続 高齢福祉課 

介護者の集いの場

や認知症カフェの

推進【再掲】 

地域包括支援センター※での介護

者の集いの場や地域における認知

症カフェの開催等、認知症高齢者や

家族に対する支援を推進します。 

実施中 充実 高齢福祉課 
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第８節 サービス給付費の見込み 

第八期の介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費については、下表のとおり 

に見込んでいます。 

 

⑴ 介護サービス給付費 

単位：千円 

                                

サービス種類 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和 22年度 

居宅サービス 

 

訪問介護※ 221,668 243,127 262,922 271,118 335,719 

訪問入浴介護※ 28,482 31,370 34,477 33,974 44,534 

訪問看護※ 144,766 157,397 169,575 174,451 218,701 

訪問リハビリテーション※ 19,395 21,317 23,229 23,075 29,569 

居宅療養管理指導 66,484 72,224 78,381 80,377 100,830 

通所介護※ 411,148 440,293 468,606 485,158 594,085 

通所リハビリテーション※ 129,923 139,775 151,039 154,574 192,551 

短期入所生活介護※ 106,968 119,056 130,579 130,521 164,767 

短期入所療養介護※ 12,717 13,969 15,215 13,969 19,088 

特定施設入居者生活介護※ 273,911 287,024 303,626 329,422 406,509 

福祉用具※貸与 138,794 151,037 163,764 167,218 210,165 

特定福祉用具※購入費の 

支給 
6,852 8,168 8,168 8,576 10,743 

地域密着型サービス※ 

 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 
7,195 10,798 10,798 10,798 14,397 

夜間対応型訪問介護※ 0 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護※ 106,488 117,509 126,105 130,836 162,004 

小規模多機能型居宅介護※ 58,972 63,327 72,812 72,273 88,440 

認知症対応型共同生活 

介護※ 
180,353 188,764 188,764 194,035 216,277 

地域密着型特定施設入居者

生活介護※ 
0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉 

施設※入所者生活介護 
31,733 35,163 35,163 35,163 38,116 

看護小規模多機能型居宅 

介護※ 
0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護※ 158,033 195,776 211,148 215,395 267,247 

住宅改修費の支給 9,665 11,312 11,312 11,312 14,789 

居宅介護支援※ 218,739 232,993 250,141 259,389 319,219 

介護保険施設サービス 

 

介護老人福祉施設※ 1,045,147 1,045,727 1,045,727 1,201,701 1,562,323 

介護老人保健施設※ 689,592 689,974 689,974 886,810 1,137,848 

介護医療院※ 0    0 0 120,580 157,681 

介護療養型医療施設※ 86,034 86,082 86,082 ― ― 

介護サービスの総給付費（Ⅰ） 4,153,059 4,362,182 4,537,607 5,010,725 6,305,602 
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⑵ 介護予防サービス給付費 

                                       単位：千円 

サービス種類 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度 令和22年度 

介護予防サービス 

 

介護予防訪問入浴介護※ 680 681 681 681 1,362 

介護予防訪問看護※ 21,795 22,776 23,449 25,049 28,373 

介護予防訪問リハビリテー 

ション※ 
7,917 8,525 8,895 9,498 10,608 

介護予防居宅療養管理指導 9,364 9,894 10,420 11,112 12,521 

介護予防通所リハビリテー 

ション※ 
13,120 13,924 14,207 15,285 17,110 

介護予防短期入所生活介護※ 570 570 570 570 1,140 

介護予防短期入所療養介護※ 0 0 0 0 0 

介護予防特定施設入居者 

生活介護※ 
14,591 14,599 15,276 16,492 18,384 

介護予防福祉用具※貸与 28,512 30,448 32,366 34,241 38,651 

特定介護予防福祉用具※購入費

の支給 
2,042 2,042 2,042 2,042 2,441 

地域密着型介護予防サービス 

 

介護予防認知症対応型通所 

介護※ 
0 0 0 0 0 

介護予防小規模多機能型居宅 

介護 
992 992 992 992 992 

介護予防認知症対応型共同生

活介護※ 
0 0 0 0 0 

住宅改修費の支給 7,441 7,441 7,441 9,568 9,568 

介護予防支援 22,544 23,836 25,283 26,787 29,901 

介護予防サービスの総給付費

（Ⅱ） 
129,568 135,728 141,622 152,317 171,051 
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第９節 保険料の算出 

 

⑴ 保険給付費等の見込み額 

 

保険給付費等の見込み額 

単位：千円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

７年度 

令和 

22 年度 

介護サービスの総給付費（Ⅰ） 4,153,059 4,362,182 4,537,607 5,010,725 6,305,602 

介護予防サービスの総給付費（Ⅱ） 129,568 135,728 141,622 152,317 171,051 

①       計 4,282,627 4,497,910 4,679,229 5,163,042 6,476,653 

 
②特定入所者介護サービス費等 178,521 171,958 179,632 191,370 226,793 

 
③高額介護サービス費等 113,070 115,234 120,131 127,624 150,251 

 
④高額医療合算介護サービス費等 14,534 14,634 14,734 14,834 15,134 

 
⑤算定対象審査支払手数料 4,565 4,804 5,050 5,426 6,563 

 
⑥地域支援事業＊費 413,840 415,482 416,851 402,947 412,100 

 
⑦財政安定化基金拠出金 0 0 0 0 0 

 
⑧財政安定化基金償還金 0 0 0 0 0 

 
⑨市町村特別給付費等 0 0 0 0 0 

 
合計 

①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨ 
5,007,157 5,220,022 5,415,627 5,905,243 7,287,494 
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⑵ 基準額に対する介護保険料の所得段階設定等 

本計画期間内における介護保険料の所得段階設定は 14段階とし、各所得段階を次の

とおり設定します。 

 

介護保険料の所得段階設定及び基準額に対する保険料率（第八期） 

区分 保険料率 対象者 

第１段階 基準額×0.40 

生活保護受給者、市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者、市

民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80

万円/年以下の方 

第２段階 基準額×0.55 
市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が

120万円/年以下の方 

第３段階 基準額×0.65 市民税世帯非課税で第１段階及び第２段階以外の方 

第４段階 基準額×0.75 
市民税本人非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が

80 万円/年以下の方 

第５段階 基準額×1.00 市民税本人非課税で第４段階以外の方 

第６段階 基準額×1.10 市民税本人課税者（合計所得金額 125万円/年未満） 

第７段階 基準額×1.25 
市民税本人課税者（合計所得金額 125 万円/年以上 200 万円/

年未満） 

第８段階 基準額×1.45 
市民税本人課税者（合計所得金額 200 万円/年以上 300 万円/

年未満） 

第９段階 基準額×1.60 
市民税本人課税者（合計所得金額 300 万円/年以上 400 万円/

年未満） 

第 10 段階 基準額×1.80 
市民税本人課税者（合計所得金額 400 万円/年以上 500 万円/

年未満） 

第 11 段階 基準額×1.90 
市民税本人課税者（合計所得金額 500 万円/年以上 600 万円/

年未満） 

第 12 段階 基準額×2.05 
市民税本人課税者（合計所得金額 600 万円/年以上 800 万円/

年未満） 

第 13 段階 基準額×2.10 
市民税本人課税者（合計所得金額 800 万円/年以上 1,000 万円

/年未満） 

第 14 段階 基準額×2.20 市民税本人課税者（合計所得金額 1,000万円/年以上） 

 

⑶ 介護保険料基準額（月額）の算定方法 

介護保険料基準額（月額）の算定方法は、おおむね次のとおりです。 

 

令和３年度から令和５年度までの介護給付費等の額の合計 × 

第１号被保険者※の負担割合（23％） ÷ 予定収納率（97.5％） 

   ÷ 所得段階補正後人数（３年分の合計） ÷ 12か月  
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⑷ 保険給付費の負担割合 

保険給付費の負担割合は、次のとおりです。 

保険給付費の負担割合（施設等給付費を除く） 

３年分の支出予定額 

 

国 都 市 
第１号被保険 

者※の負担額 

第２号被保険 

者※の負担額 

25％ 12.5％ 12.5％ 23％ 27％ 

 

保険給付費の負担割合（施設等給付費） 

３年分の支出予定額 

 

国 都 市 
第１号被保険 

者※の負担額 

第２号被保険 

者※の負担額 

20％ 17.5％ 12.5％ 23％ 27％ 

＊ 国から交付される調整交付金の交付率により、実際の負担割合は変化します。 

 

⑸ 地域支援事業※費の負担割合 

地域支援事業※の財源は、保険給付費の一定率を上限に、介護保険料と公費で構成され

ます。介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の３事業の負担割合

は、次のとおりです。 

 

地域支援事業※（介護予防・日常生活支援総合事業）の負担割合 

３年分の支出予定額（政令で定める限度額以内） 

 

国 都 市 
第１号被保険 

者※の負担額 

第２号被保険 

者※の負担額 

25％ 12.5％ 12.5％ 23％ 27％ 

 

地域支援事業※（包括的支援事業、任意事業）の負担割合 

３年分の支出予定額（政令で定める限度額以内） 

 

国 都 市 
第１号被保険 

者※の負担額 

第２号被保険 

者※の負担額 

38.5％ 19.25％ 19.25％ 23％ ０％ 

＊ 地域支援事業※（包括的支援事業、任意事業）の実施に当たっては、介護給付費等準備基

金を活用することができるものとします。 
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⑹ 介護保険料の算定結果 

以上の条件を踏まえて算出した介護保険料は、次のとおりとなります。 

 

介護保険料基準額（月額） 5,534 円 

地域包括ケア見える化システム
※
より算出 

 

所得段階別保険料額 

所得段階 保険料額（年額） 

第１段階 
26,500円 

（13,200 円） 

第２段階 
36,500円 

（26,500 円） 

第３段階 
43,100円 

（39,800 円） 

第４段階 49,800円 

第５段階（基準額） 66,400円 

第６段階 73,000円 

第７段階 83,000円 

第８段階 96,200円 

第９段階 106,200 円 

第 10 段階 119,500 円 

第 11 段階 126,100 円 

第 12 段階 136,100 円 

第 13 段階 139,400 円 

第 14 段階 146,000 円 

※ 第１段階から第３段階の（ ）内の額は、低所得者軽減措置後の額です。 
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第６章    計画の推進と進行管理 

 

第１節 市民と行政の協働 

 

本市では、市民と市が信頼できる関係を構築し、それぞれの特性を発揮しながら連携す

るために「市民活動団体との協働に関する指針」（平成 18 年１月）及び「市民協働推進マ

ニュアル」（平成 19年３月）を定めています。 

この指針等を踏まえ、市民と市、福祉事業者などが地域においてそれぞれの責任の下に

果たすべき役割を分担し、連携・協働の視点に立った計画の推進を図ります。  

 

 

第２節 計画の着実な推進と進行管理 

 

○本市では、市民の視点に立った成果志向の行政運営、透明性の高い行政運営を実現す

るため、事務事業の効果を事後に分析・検証する「行政評価制度」を導入しています。

本計画の施策についても「行政評価」を実施し、着実な進行管理を図ります。  

○本計画の推進に当たっては、公募委員を含めた「武蔵村山市介護保険運営協議会」に      

おいて計画の進捗状況の把握、評価などを行い、常に施策や事業の見直し・改善を図

り、基本目標などの達成に向けた進行管理に努めます。  

○東京都の介護給付適正化の推進に関する考え方や市町村に対する支援策を踏まえ、要     

介護認定の適正化、ケアプラン点検等により介護給付の更なる適正化を推進します。   
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第３節 要介護状態となることの予防及び重度化防止 

 

高齢化の進展に伴い、介護サービスを必要とする人が増え、サービス提供量は今後も増

加していくものと見込まれています。 

本市では、サービスを必要とする人に対して必要なサービスが提供され、介護保険制度

の持続可能性を確保できるよう、高齢者が要介護者等にならないようにする取組や、重度

化を防止する取組を重点的に行います。 

これらの取組については、高齢者が可能な限り地域において自立した生活ができること

を目標として推進し、毎年度、第１号被保険者に対する未認定者の割合や要支援・要介護

認定の更新申請時における維持・改善率等を近年の傾向と検証すること等により評価し、

次年度以降の更なる改善を目指します。 

また、高齢者の自立支援・重症化防止を推進するために交付される保険者機能強化推進

交付金を活用し、高齢者福祉施策及び介護予防施策の充実に努めます。 

 

⑴ 高齢者の介護予防の取組 

高齢者が地域において自立した生活を営むためには、生活機能の維持だけでなく、生

きがいを持って日常生活を過ごすことや地域活動などに参加できる機会を増やしていく

ことが重要です。 

また、できる限り多くの高齢者が、地域で支援を必要とする高齢者の支え手となるこ

とで、より良い地域づくりにつなげていくことも重要となっています。 

介護予防事業の充実や、地域介護予防活動支援事業の担い手である介護予防リーダー

の人材を養成し、介護予防活動の場の拡大・充実を支援します。 

 

⑵ 要支援・要介護認定者の重度化防止 

要介護認定者等に対しては、利用者一人一人の状態に合わせた、柔軟な介護サービス

を提供できるよう努め、重度化防止に取り組みます。 

また、住み慣れた地域でいつまでも自分らしい生活を続けられるよう、介護サービス

の未利用者の把握に努め、必要な援助や支援につなげるため、介護サービス事業者や地

域包括支援センター※等との連携を図ります。 

さらに、リハビリテーションによって、単なる心身機能等向上のための機能回復訓練

のみではなく、潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動能力を高めて家庭や

社会への参加を可能にし、自立を促すことが重要です。このため、心身機能や生活機能の

向上といった高齢者個人への働き掛けはもとより、リハビリテーションサービスを計画

的に提供できる体制の構築を推進し、地域や家庭における社会参加の実現等も含め、生

活の質の向上を目指します。 
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第４節 介護サービス等の円滑な提供を図るための取組 

 

介護保険サービス及び地域支援事業※の円滑な提供を図るため、次のような取組を行いま

す。  

 

⑴ 介護保険制度周知のための取組 
「介護保険制度」を有効かつ適正に利用していただくためには、介護保険を利用しよ

うとする方やその御家族に、制度の内容を理解していただく必要があります。また、各種

情報について、サービスが多種にわたり情報量も膨大となっている中で、利用者が情報

を十分活用できるよう一層支援していく必要があります。 

このため、次の取組を実施します。 

○ 市報に制度の内容や利用方法を定期的に掲載します。  

○ 市のホームページに制度の内容や利用方法の解説を掲載します。  

○ 制度の内容や利用方法を掲載した冊子を作成します。  

○ 出前講座「むさしむらやま塾」※等を活用して、制度の周知を図ります。  

○ 地域包括支援センター※と連携し、身近な場所で気軽に相談できる体制を整備・強   

化します。  

○ 民生委員、ボランティア団体、ＮＰＯ法人等と連携し、市民が多様な機会を通じて 

情報を得ることができる体制づくりを構築します。  

  

⑵ 要介護認定の公平性を確保するための取組 
介護保険制度における要介護認定は、介護認定審査会の審査及び判定に基づき、要支

援状態又は要介護状態（要介護状態区分）に該当するかどうかを判定する行為であり、制

度の根幹をなすものです。 

この認定の公平性を確保するため、次のような取組を行います。  

○ 介護認定審査会では、保健・医療・福祉の委員構成に偏りが生じないように留意し   

ます。 

○ 介護認定審査会委員の研修会への派遣、委員の判断基準の平準化を図るための全 

体会などの開催、各合議体委員の定期的な入替えなどを行います。  

○ 認定調査員の資質を向上させるために、調査員に対して、定期的な研修会などを 

実施するとともに、情報及び意見の交換を行います。  
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⑶ 介護サービスの適正な利用を推進するための取組 
介護サービスの適正な利用を推進するため、次のような取組を行います。  

○ 事業者連絡会等を通じて、情報提供や情報交換を行います。  

○ 介護サービスの利用者を対象として、介護保険サービスの適正な利用について分 

  かりやすく説明した記事などを掲載したニュースを発行します。  

○ 介護給付費通知等により、保険給付の適正化を推進します。  

○ 介護サービス情報公表制度や第三者評価の結果公表等の活用を周知します。  

 

⑷ 苦情処理・相談体制を充実させるための取組 
苦情や相談が最も身近な場所でできる市の窓口を充実させるため、次のような取組を

行います。  

○ 介護サービス相談窓口担当者連絡会を利用して、相談窓口の連携を図ります。  

○ 介護保険制度上の苦情処理機関である「東京都国民健康保険団体連合会」と連携 

し、苦情等に対する適正な対応を行います。  

○ 事業所実地指導検査（立入）権限を利用し、苦情や相談の多い事業者に対して適 

切な実地指導を行います。  

○ サービス事業者の指導監査体制を強化します。  

 

⑸ 地域支援事業※を円滑に推進するための取組 
地域支援事業※を円滑に推進するため、次のような取組を行います。  

○ 市民総合センター（保健福祉総合センター）を拠点として、各地域包括支援セン 

ター※等との連携の強化を図ります。  

○ 地域包括支援センター※の専門職種職員の確保を支援します。  

○ 地域包括支援センター※の公正・中立性を確保するため、介護保険運営協議会にお 

いて運営状況の確認を行います。  

○ 地域の実情に応じた在宅医療と介護を一体的に提供する体制を整備するため、在 

宅医療・介護連携推進協議会を運営します。 

○ 市報や市のホームページに制度の内容や利用方法を掲載します。 

 

⑹ 地域ボランティア活動を推進するための取組 
活力ある地域づくりを目指すため、次のような取組を行います。 

○ 地域介護予防活動支援事業や介護支援ボランティア事業※を充実し、地域ボランテ 

ィア活動の振興を図ります。 

○ 武蔵村山市社会福祉協議会と協力し、地域ボランティアによるネットワークの構 

築に努めます。 

 

⑺ 孤立・孤独死を防ぐための取組 
適切な高齢者サービスを活用するとともに、民生委員やボランティア等による見守り

活動等に取り組むことで、一人暮らしの高齢者が自立し安定した生活を送れるようにし

ます。 
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⑻ 地域共生社会の実現に向けた取組 
本市では、これまで、地域共生社会の実現に向けて、地域や個人が抱える生活課題を

解決していくことができるよう、「我が事・丸ごと」の包括的な支援体制の整備に努め

てきました。 

地域共生社会の実現を目指して、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応す

る包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供

体制の整備等の促進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率

化の取組の強化、社会福祉連携推進法人の創設など、国において社会福祉法等に基づく

社会福祉基盤の整備と介護保険制度の一体的な見直しが行われたところです。 

今後は、共生型サービスの創設のほか、生活支援や介護予防、認知症施策などの地域づ

くりに関係する取組を進めるとともに、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整

備と併せて介護保険制度に基づく地域包括ケアシステムの推進や地域づくり等に一体的

に取り組むことで、地域共生社会の実現を図っていきます。 

 

⑼ 災害や感染症対策に係る体制整備のための取組 

災害時に要介護高齢者等が適切に避難できるためには、避難行動要支援者名簿の活用

のほか、市の関係部署と関係機関が連携する必要があります。介護保険担当部局におい

て、災害時に備えた取組等を行う場合には、地域防災計画との調和を図っていきます。 

また、新型インフルエンザ等対策行動計画においては、新型インフルエンザ等の感染

の感染拡大防止の取組や各発生段階における市が実施する対策等が定められており、高

齢者等への支援についても定められています。今般の新型コロナウイルス感染症の流行

を踏まえ、介護保険担当部局において、新型インフルエンザ等の感染症に備えた取組等

を行う場合には、新型インフルエンザ等対策行動計画との調和を図っていきます。 

 

⑽ 国・東京都・周辺市町村との連携強化に向けた取組 

本計画に盛り込まれた多くの施策・事業は、介護保険制度をはじめ、保健・福祉制度

に基づいて実施されることから、国・東京都はもとより、周辺市町村との連携を強化し

ていくことが重要であり、東京都の支援や助言を踏まえながら、保険者機能強化推進交

付金等の評価結果を活用して、高齢者の自立支援及び重度化防止に向けた必要な取組を

進めます。 

また、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加傾向にあり、多様な介

護ニーズの受け皿となっている状況を踏まえ、将来に必要な介護サービス基盤の整備量

の見込みを適切に定めるため、東京都と連携してこれらの設置状況等必要な情報の積極

的な把握に努めます。 
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⑾ ＰＤＣＡサイクルによる取組 

高齢化の進展状況や介護サービスの提供状況等は市町村ごとに異なるため、地域の課

題を的確に把握し、実情に応じた地域包括ケアシステムを構築することが重要です。 

具体的には、各事業の「ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ：計画、Ｄｏ：実行、Ｃｈｅｃｋ：確認・

評価、Ａｃｔｉｏｎ：改善）」に基づいたＰＤＣＡサイクルを活用して、計画の評価・改

善を行っていきます。 

各事業の進捗状況を評価し、ケアマネジメント※の質の向上、多職種連携による地域ケ

ア会議※の活性化、介護予防の推進等により、高齢者福祉施策、介護予防施策を更に充実

させていきます。 

 

 

年度評価等の結果を踏まえ、必要 

があると認めるときは、計画の変更 

や事業の見直し等を実施する。 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

ＣＨＥＣＫ（確認、評価） 

事業の実施状況を検証し、達成状 

況の分析、評価を行う。 

各事業、目標値を設定するととも 

に、その確保方策等を定める。 

ＤＯ（実行） 

計画の内容を踏まえて、事業を 

実行する。 

武蔵村山市 

第五次高齢者福祉計画・ 

第八期介護保険事業計画 

PDCAサイクル 

ＰＬＡＮ（計画） 
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資料編 

 

第１節 武蔵村山市介護保険運営協議会 

⑴ 武蔵村山市介護保険運営協議会規則 

 

武蔵村山市介護保険運営協議会規則 

平成 15年３月 31日 

武 蔵 村 山 市 

規 則 第 2 5 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、武蔵村山市介護保険条例（平成 12 年武蔵村山市条例第 16 号。以下「条例」

という。）第２条の２第７項の規定に基づき、武蔵村山市介護保険運営協議会（以下「協議会」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協議会の職務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、必要に応じ、市長に答申し、又は意見を  

述べるものとする。 

⑴ 条例第２条の２第２項第１号に規定する計画の策定又は変更に関すること。 

⑵ 介護サービスの提供及び確保並びにサービス水準に関すること。 

⑶ 低所得者対策に関すること。 

⑷ 介護認定の適正化に関すること。 

⑸ 地域包括支援センターの運営に関すること。 

⑹ 地域密着型サービスの運営に関すること。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、介護保険に関すること。 

（会長及び副会長） 

第３条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、条例第２条の２第４項第１号に掲げる者のうちから、委員の互選によりこれを定める。 

３ 副会長は、会長が指名する。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理す   

る。 

（会議） 

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、議長となり会議を運営する。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによ  

る。 
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（意見等の聴取） 

第５条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又   

は説明を求めることができる。 

（専門部会） 

第６条 協議会は、専門的事項について調査審議するため、専門部会を置くことができる。 

２ 部会員は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成 15年４月１日から施行する。 

附 則（平成 16年３月 31日規則第 13号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 16年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27年３月 26日規則第 11号） 

この規則は、平成 27年４月１日から施行する。 
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武蔵村山市介護保険条例（抄） 

平成 12年３月 31日 

武 蔵 村 山 市 

条 例 第 1 6 号 

 

（介護保険運営協議会） 

第２条の２ 介護保険事業の運営に関する重要事項について調査審議するため、武

蔵村山市介護保険運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に答

申する。 

⑴ 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 20 条の８第１項に規定する市町村

老人福祉計画及び法第 117 条第１項に規定する市町村介護保険事業計画の策定

又は変更に関すること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営に関する重要事項に関するこ

と。 

３ 前項に掲げるもののほか、協議会は、介護保険事業の運営について市長に意見

を述べることができる。 

４ 協議会は、次に掲げるところにより市長が委嘱する委員 11 人をもって組織す

る。 

⑴ 要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者 ５人 

⑵ 介護サービス事業者 ２人 

⑶ 市が行う介護保険の被保険者又は公募による武蔵村山市民 ４人 

５ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長

が規則で定める。 
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⑵ 武蔵村山市介護保険運営協議会委員名簿 

 

選出区分 氏  名 所 属 等 備 考 

学識経験者 渡 邉  浩 文 
武蔵野大学人間科学部 

社会福祉学科教授 
会 長 

学識経験者 

岡 本  信 治 

武蔵村山市民生児童委員協議会 

副会長 

(令和元年 12 月１日～)  

吉 野  正 治 
副会長

(～令和元年 11 月 30 日) 

学識経験者 奥 住  一 雄 武蔵村山市医師会  

学識経験者 柳 澤  智 仁 東京都多摩立川保健所  

学識経験者 井 上  明 子 第一東京弁護士会  

介護サービス 

事業者 
清 水  孝 二 社会福祉法人 恭篤会  

介護サービス 

事業者 

橋 本  裕 子 
社会医療法人財団 大和会 

北部地域包括支援センター 

(令和２年 11 月 15 日～) 

松 園  節 子  (～令和２年 11 月 14 日) 

第１号被保険者※ 髙 橋  康 雄 武蔵村山市老人クラブ連合会  

第１号被保険者※ 三 宮  克 弘 武蔵村山市老人クラブ連合会  

公募市民 比留間 多一 公募による市民  

公募市民 富 塚  邦 彦 公募による市民  

（敬称略・順不同） 
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⑶ 武蔵村山市介護保険運営協議会開催経過 

 

第１回 

 

日 時 令和２年６月 23日（火）  

場 所 書面送付にて開催 

議 題 

⑴ 介護保険運営協議会副会長の指名について 

⑵ 将来人口の予測及び要介護等認定者数の推計について 

⑶ 新計画の構成について 

第２回 

 

日 時 令和２年９月９日（水）  

場 所 書面送付にて開催 

議 題 ⑴ 武蔵村山市第五次高齢者福祉計画・第八期介護保険事業計画【骨子案】 

第３回 

 

日 時 令和２年 10月 29日（木） 午後６時 30分から 

場 所 市民総合センター ３階 中会議室 

議 題 
⑴ 武蔵村山市第五次高齢者福祉計画・第八期介護保険事業計画【骨子案】 

⑵ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護運営事業者の公募について 

第４回 

 

日 時 令和２年 11月 25日（水） 

場 所 書面送付にて開催 

議 題 

⑴ 第八期介護保険事業計画の第１章から第６章（案）について 

⑵ 「地域包括ケア見える化システム※」による介護給付費及び保険料の試

算について 

⑶ 地域包括支援センターの評価について 

第５回 

 

日 時 令和３年１月 20日（水） 午後６時 30分から 

場 所 市民総合センター ３階 中会議室 

議 題 

⑴ パブリックコメント及び市民説明会の実施結果について 

⑵ 武蔵村山市第五次高齢者福祉計画・第八期介護保険事業計画（答申） 

について 
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第２節 武蔵村山市高齢者福祉計画等策定委員会 

⑴ 武蔵村山市高齢者福祉計画等策定委員会設置要綱 

 

武蔵村山市高齢者福祉計画等策定委員会設置要綱 

平成 23年６月 15日 

武 蔵 村 山 市 

訓令（乙）第 112号 

（設置） 

第１条 老人福祉法（昭和 38年法律第 133号）第 20条の８に規定する市町村老人福祉計画、介   

護保険法（平成９年法律第 123号）第 117条に規定する市町村介護保険事業計画及び障害者の 

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第 88条に規 

定する市町村障害福祉計画（以下「高齢者福祉計画等」という。）を総合的かつ円滑に策定する 

ため、武蔵村山市高齢者福祉計画等策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、高齢者福祉計画等の原案を作成し、市長に報告する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員 16人をもって組織する。 

２ 委員は、健康福祉部長、健康福祉部高齢・障害担当部長、企画財政部企画政策課長、同部財  

政課長、市民部保険年金課長、協働推進部協働推進課長、健康福祉部福祉総務課長、同部生活  

福祉課長、同部健康推進課長、子ども家庭部子ども青少年課長、同部子ども青少年課児童担当 

課長、同部子ども子育て支援課長、都市整備部都市計画課長、教育部教育指導課長、同部文化 

振興課長及び同部スポーツ振興課長の職にある者をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は健康福祉部高齢・障害担当部長の職にある委員を、副委員長は健康福祉部長の職に 

ある委員をもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところ 

による。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課及び同部障害福祉課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮 

って定める。 
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附 則 

武蔵村山市老人福祉計画等策定委員会設置要綱（平成 20年武蔵村山市訓令（乙）第 83号） 

は、廃止する。 

附 則（平成 26年３月 31日訓令（乙）第 26号） 

この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29年５月 17日訓令（乙）第 102号） 

この要綱は、平成 29年５月 17日から施行する。 

附 則（令和２年３月 31日訓令（乙）第 62号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

  



 

 

‐122‐ 

⑵ 武蔵村山市高齢者福祉計画等策定委員会委員名簿 

 

氏  名 職  名 備 考 

島田  拓 健康福祉部高齢・障害担当部長 委 員 長 

鈴木 義雄 健康福祉部長 副委員長 

増田 宗之 企画財政部企画政策課長  

比留間 毅浩 企画財政部財政課長  

松下 君江 市民部保険年金課長  

湊  祥子 協働推進部協働推進課長  

小延 明子 健康福祉部福祉総務課長  

田代 勝久 健康福祉部生活福祉課長  

川口  渉 健康福祉部健康推進課長  

佐藤 哲郎 子ども家庭部子ども青少年課長  

児玉 眞一 子ども家庭部子ども青少年課児童担当課長  

木村 朋子 子ども家庭部子ども子育て支援課長  

篠田 光宏 都市整備部都市計画課長  

高橋 良友 
教育部学校教育担当部長 

（教育部教育指導課長事務取扱） 
 

髙橋 一磨 教育部文化振興課長  

西原  陽 教育部スポーツ振興課長  

（敬称略・組織順） 
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⑶ 武蔵村山市高齢者福祉計画等策定委員会開催経過 

 

第１回 

 

日 時 令和２年６月 30日（火）  

場 所 書面送付にて開催 

議 題 
⑴ 将来人口の予測及び要介護等認定者数の推計について 

⑵ 新計画の構成について 

第３回 

 

日 時 令和２年 10月 26日（月） 午後２時から 

場 所 市役所 ４０１会議室 

議 題 

⑴ 第五次高齢者福祉計画等の策定について 

 ア 武蔵村山市第五次高齢者福祉計画・第八期介護保険事業計画【骨子

案】 

第４回 

 

日 時 令和２年 11月 24日（火）  

場 所 書面送付にて開催 

議 題 

⑴ 第五次高齢者福祉計画等の策定について 

 ア 武蔵村山市第五次高齢者福祉計画・第八期介護保険事業計画【骨子

案】 

 イ 「地域包括ケア見える化システム※」による介護給付費及び保険料の

試算について 

第５回 

 

日 時 令和３年１月 19日（火）  

場 所 書面送付にて開催 

議 題 
⑴ 武蔵村山市第五次高齢者福祉計画・第八期介護保険事業計画の策定に

ついて 

   ＊本計画に係る議題のみ掲載（第２回は本計画に係る審議なし） 
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第３節 市民への周知 

⑴ 市民説明会 

 

日  時 場  所 来場者 

令和２年 12月 15日（火） 

午後２時から午後４時まで 
さくらホール 展示室 １名 

令和２年 12月 17日（木） 

午後３時 30分から 

午後５時 30分まで 

残堀・伊奈平地区会館 集会室 ０名 

令和２年 12月 18日（金） 

午前９時 30分から 

午前 11時 30分まで 

緑が丘出張所 会議室 ５名 

令和２年 12月 19日（土） 

午後２時から午後４時まで 
市民総合センター３階 集会室 ６名 

 

 

⑵ パブリックコメント 

 

募集期間 令和２年 12月 15日（火）～令和３年１月 14日（木） 

広報手段 
⑴ 令和２年 12月１日付市報 

⑵ 令和２年 12月１日公開の市ホームページ 

募集方法 

任意書式又は市ホームページから参考様式をダウンロードし、

住所、氏名、意見を記入の上、 

⑴ 主管課窓口へ持参 

⑵ 主管課へ郵送（当日消印有効） 

⑶ 主管課へファクシミリ送信 

⑷ 主管課市ホームページ専用フォーム 

のいずれかによる提出 

応募者数 24名 
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第４節 用語解説 

 

 あ行  

一般介護予防事業 

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通い

の場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に

拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテ

ーション専門職等を生かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態にな

っても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指すことを目的と

する事業のこと。 

 

嚥下
え ん げ

 

 食べ物を飲み込むこと。 

 

 か行  

介護医療院 

介護療養病床（介護療養型医療施設※）からの新たな転換先となる施設のこ

と。 

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」

を一体的に提供する。 

 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

高齢者介護に関する総合的な相談に応じ、各種保健福祉サービスの紹介や利

用手続の手伝いをするサービスに従事する専門職員のこと。 

 

介護支援ボランティア事業 

高齢者の社会参加活動を通じて介護予防を推進する観点から、高齢者が介護

施設等において、要介護者等に対する介護支援ボランティア活動を行った場合

に、当該活動実績を評価し、ポイントを付与する事業のこと。ポイントは、本

人からの申出により交付金に転換（換金）し、受け取ることができる。 

 

介護福祉士 

専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日

常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びに

その者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う者をいう。 
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介護療養型医療施設 

介護保険法で規定する介護保険施設の一つで、療養型病床群等を有する病院

又は診療所。ケアプラン※（施設サービス計画）に基づき療養上の管理、看護、

医学的管理下の介護、機能訓練等の必要な医療を行うことを目的としている。

法改正等により令和５年度末までに新施設への転換又は廃止が求められてい

る。 

 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護保険法で規定する介護保険施設の一つで、入所する要介護者に対して入

浴、排せつ、食事などの日常生活上の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世

話を行う施設のこと。 

 

介護老人保健施設 

介護保険法で規定する介護保険施設の一つで、病状が安定期にある要介護者

に対してケアプラン※（施設サービス計画）に基づき、看護、医学的管理下にお

ける介護、機能訓練その他の必要な医療、日常生活の世話を行う施設のこと。 

 

基本チェックリスト 

被保険者の老化の兆しに関するリスクの有無を把握する際に用いる、厚生労

働省が示した 25 項目からなるチェックリストのこと。介護予防・日常生活支

援総合事業の実施に当たっては、事業対象者の該当確認を行う際に用いられる。 

 

協議体 

市が主体となり、各地域における生活支援コーディネーター※（地域支え合

い推進員）と生活支援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、定期的な情

報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークのこと。 

 

居宅介護支援 

要介護者の居宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、要介護者の心身

の状況、置かれている環境、意向等を勘案して、介護支援専門員※（ケアマネジ

ャー）が、ケアプラン※（居宅サービス計画）の作成や当該計画に基づく居宅サ

ービスの提供が確保されるための事業者との連絡調整、要介護者が介護保険施

設に入所を希望する場合における施設への紹介等を提供するサービスのこと。

なお、要支援者については、介護予防支援として同様のサービスを提供する。 

 

ケアプラン 

介護保険制度のサービスを利用するために、本人や家族の心身の状況や生活

環境などを考慮し、介護サービスの種類や内容を定めた計画のこと。本人の心

身の状態の変化などに応じ、常に適切なサービスが利用できるよう随時変更さ

れる。 
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ケアマネジメント 

介護保険制度下で、個々人の多様な希望に対応し、各種サービスを調整して

適切で効果的なケアを提供すること。 

 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 

家庭環境・住宅環境上の理由から居宅での生活が困難な高齢者を対象に、比

較的低額な負担で食事サービスその他日常生活上必要な便宜を提供する施設

のこと。 

 

ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気付き、適切な対応（悩んでいる人に気付き、声

をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人の

こと。 

 

後期高齢者 

75歳以上の高齢者のこと。 

 

高齢化率 

総人口に占める高齢者（65歳以上）人口の割合。国連ではこの割合が７％を

超えると高齢化社会、14％を超えると高齢社会、21％を超えると超高齢社会と

定義している。 

 

 さ行  

資源開発 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの制度、機関、人材、資金、技術、知

識等の資源を掘り起こすこと。 

 

小規模多機能型居宅介護 

「通い」を中心に、利用者の状況に応じて、訪問や宿泊を組み合わせた介護サ

ービスのこと。 

 

シルバーハウジング（シルバーピア） 

昭和 61 年度から旧厚生省と旧建設省との共同による「シルバーハウジング

構想」に基づき建設が進められている住宅であり、住宅施策と福祉施策との連

携による高齢者向け住宅。生活援助員による生活相談など生活上の援助があれ

ば自立した生活を営める 60歳以上の単身者又はどちらかが 60歳以上の夫婦が

地域の中で安全かつ快適に生活できるよう設備・構造面及び運営面での配慮が

なされた公的賃貸住宅。東京都では「シルバーピア」という。 
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シルバーワークプラザ 

シルバー人材センター内にある活動拠点のこと。 

 

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員） 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的

とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けた

コーディネート機能（主に資源開発※やネットワーク構築の機能）を果たす者

のこと。 

 

成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方の財産管理

や身上監護を代理権等が付与された成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助

人）が支援する制度。本人が判断能力のあるうちにあらかじめ後見人を依頼し

ておく「任意後見制度」と家庭裁判所の審判に基づき後見人を選任する「法定

後見制度」がある。「法定後見制度」は、本人の判断能力に応じて、「後見」「保

佐」「補助」の３類型に分かれる。 

 

前期高齢者 

65歳以上 75歳未満の高齢者のこと。 

 

 た行  

第１号被保険者 

65歳以上の者のこと。 

 

第２号被保険者 

40歳以上 65歳未満の医療保険加入者のこと。 

 

第１号介護予防支援事業 

総合事業において、要支援者等に対して行われるケアマネジメント※のこと。 

 

第１号通所事業 

総合事業において、要支援者等に対して行われる通所介護※のこと。 

 

第１号訪問事業 

総合事業において、要支援者等に対して行われる訪問介護※のこと。 
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短期入所生活介護 

在宅の要介護者が介護老人福祉施設※（特別養護老人ホーム）等に短期間入

所し、入浴・排せつ・食事等の介護その他日常生活上の世話と機能訓練を受け

ることで、利用者の心身の機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図

るもの。 

 

短期入所療養介護 

在宅の要介護者が介護老人保健施設※等に短期間入所し、看護、医学的管理

下の介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を受ける

ことで、療養生活の質の向上と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るもの。 

 

地域ケア会議 

地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤

の整備とを同時に進めていく地域包括ケアシステムの実現に向けた手法の一

つで、具体的には、地域包括支援センター※等が主催し、医療、介護等の多職種

が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員※（ケア

マネジャー）のケアマネジメント※の実践力を高めたり、地域に共通する課題

を明確化したりすることで、資源開発※や地域づくりなどの政策形成につなげ

るもの。 

 

地域支援事業 

高齢者が要介護状態になることを予防し、要介護状態等になった場合でもで

きるだけ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とを目的とする事業のこと。介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事

業、任意事業の３つがある。 

 

地域包括ケア見える化システム 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合 

的に支援するための情報システムのこと。 

 

地域包括支援センター 

地域包括ケアを実現するため、その中核機関として、介護保険法に規定され

た施設。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員※（主任ケアマネジャー）

の専門職員が配置される。地域支援事業※の介護予防事業や要支援者等につい

ての介護予防サービスに関する介護予防ケアマネジメント※業務、地域の高齢

者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護

業務並びに高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメント※

の後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント※支援業務を担い、地域の

高齢者の心身の健康維持、保健・医療・福祉の向上、生活の安定のために必要

な援助・支援を包括的に行う。 
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地域密着型サービス 

高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅又は地

域で生活を継続できるようにするためのサービス類型。原則としてその市町村

の被保険者のみがサービス利用可能であり、指定・指導監督の権限は保険者で

ある市町村が有する。 

 

地域密着型介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム） 

定員 29人以下の小規模な介護老人福祉施設※（特別養護老人ホーム）で、入

浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理及

び療養上の世話を行う施設のこと。 

 

地域密着型通所介護 

定員 18人以下の小規模な通所介護※施設で、通所により入浴・排せつ・食事

等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスのこと。 

 

通所介護 

デイサービスセンターへの通所により、入浴・排せつ・食事等の介護その他

の日常生活上の世話や機能訓練を行うサービスのこと。利用者の心身機能の維

持とともに、社会的孤立感の解消や家族の身体的・精神的負担の軽減も図る。 

 

通所リハビリテーション 

介護老人保健施設※や病院、診療所への通所により、心身機能の維持回復を

図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーションを行うサービスのこと。 

 

出前講座「むさしむらやま塾」 

「武蔵村山市生涯学習推進計画」に基づき、平成 13年６月からスタートした

生涯学習事業の一つで、日頃、市が行っている仕事に関する情報を「出前講座

むさしむらやま塾」として提供するもの。 

 

特定施設入居者生活介護 

介護保険法に基づく指定を受けた有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホー

ム※（ケアハウス）等に入居している要介護者（要支援者）について、ケアプラ

ン※（特定施設サービス計画）に基づき入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービスのこと。 
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 な行  

認知症ケアパス 

認知症の人が認知症を発症したときから、生活機能障害が進行していく中で、

その進行状況に合わせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サービス等を受

ければよいのかをあらかじめ標準的に決めておくもの。 

 

認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及び

その家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中

的に行い、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築し自立生活のサポート

を行うチームをいう。 

 

認知症高齢者の日常生活自立度 

認知症の人に係る介護の度合い、大変さをレベルごとに分類したもの。「Ⅰ」

から「Ｍ」までの大きく５段階ありⅠに近い方が軽く、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ｍの

順に重くなる。認知症のない人は「自立」となる。 

ランク 判定基準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。  

Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、

誰かが注意していれば自立できる。  

Ⅱａ．家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。（たびたび道に迷うとか、買物や事務、

金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等）  

Ⅱｂ．家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。（服薬管理ができない、電話の応対や

訪問者との応対など一人で留守番ができない等） 

Ⅲ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介護を

必要とする。  

Ⅲａ．日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。（着替え、食事、排便、排尿が

上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、

徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等） 

Ⅲｂ．夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。（症状、行動はⅢaに同じ。） 

Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常

に介護を必要とする。（日中、夜間にⅢと同様の症状、行動が見られる。）  

Ｍ 

（メディカル） 

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要と

する。（せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題

行動が継続する状態等）  

出典：「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について（平成18年４月３日付老発第0403003

号厚生労働省老人保健福祉局長通知） 
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認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症の状態にある要支援・要介護認定者について、共同生活を営む住居に

おいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練

を受けるサービスのこと。 

 

認知症対応型通所介護 

認知症の人を対象に提供する通所介護※サービスのこと。 

 

 は行  

バリアフリー 

社会生活を送る上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、も

ともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、

より広く社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除

去という意味でも用いられる。 

 

福祉避難所 

高齢者、障害者、乳幼児等、一般の被災者と一緒に避難所における生活を送

ることが困難な要配慮者に対し、医療や介護など必要なサービスを提供するた

め、社会福祉施設等に設けられる避難所のこと。 

 

福祉用具 

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活

の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、要介護者等の日

常生活の自立を助けるためのものをいう。 

 

フレイル 

加齢とともに筋力や認知機能等が低下し、生活機能障害や要介護状態などの

危険性が高くなった状態。早期に対策を行うことにより改善が見込まれる。 

 

ホームヘルパー 

介護保険法において訪問介護※を行う者のこと。 

 

訪問介護 

介護福祉士※又はホームヘルパー※が家庭を訪問して、入浴・排せつ・食事等

の介護その他の必要な日常生活上の世話を行うサービスのこと。 
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訪問看護 

病状が安定期にある要介護者（要支援者）について、訪問看護ステーション

や病院、診療所の看護師が家庭を訪問して必要な療養上の世話や診療の補助を

行うサービスのこと。 

 

訪問入浴介護 

看護師やホームヘルパー※が移動入浴車等で各家庭を訪問し、浴槽を家庭に

持ち込んで入浴の介護を行い、要介護者（要支援者）の身体の清潔の保持、心

身機能の維持等を図るサービスのこと。 

 

訪問リハビリテーション 

病院、診療所の理学療法士、作業療法士が家庭を訪問して、要介護者（要支

援者）の心身機能の維持回復を図るとともに、日常生活の自立を助けるための

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスのこと。 

 

 ま行  

メタボリックシンドローム 

内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさり、心臓病や脳卒中

などの動脈硬化性疾患を招きやすい状態のこと。 

 

 Ａ  

ＡＤＬ（日常生活動作能力） 

食事・排せつ・入浴など生活を営む上で不可欠な日常生活を送る能力のこと。 

 

 Ｉ  

ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作能力） 

買物・電話・外出などＡＤＬ※よりも高い自立した日常生活を送る能力のこ

と。 

 

ＩＣＴ 

情報処理や通信に関する技術を総合的に指す言葉として用いられる。

https://www.weblio.jp/content/%E6%89%8B%E6%AE%B5%E7%9A%84%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%BD%9C
https://www.weblio.jp/content/%E6%89%8B%E6%AE%B5%E7%9A%84%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%BD%9C
https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB
https://www.weblio.jp/content/%E8%83%BD%E5%8A%9B
https://www.weblio.jp/content/%E6%89%8B%E6%AE%B5%E7%9A%84%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%BD%9C
https://www.weblio.jp/content/%E6%89%8B%E6%AE%B5%E7%9A%84%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%8B%95%E4%BD%9C
https://www.weblio.jp/content/%E8%B2%B7%E7%89%A9
https://www.weblio.jp/content/%E9%9B%BB%E8%A9%B1
https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%96%E5%87%BA
https://www.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E7%AB%8B
https://www.weblio.jp/content/%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB
https://www.weblio.jp/content/%E8%83%BD%E5%8A%9B
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